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第１章  計画の策定に当たって                              

 

１  計画の背景及び目的 

  経済情勢の変化、情報社会の発達、少子高齢化の進展等により、格差や不平

等、核家族化、人間関係の希薄化など多くの問題が浮き彫りになってきていま

す。とりわけ、コンピューターや携帯電話、スマートフォン等の普及により、

個々が「孤立化」し、家族や地域の役割を果たせていないという現状にも直面

しています。 

このような中、平成23年3月に発生した東日本大震災では、多くの生命や財産

が奪われ、改めて災害時における要援護者への支援体制の強化や助け合いの重

要性が再認識されました。 

今後、人口減少社会を迎える中で、人と人とのつながりを軸とした「地域福

祉の向上」こそが、全ての市民が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていく

ために欠かせないものであることから、市民と行政との協働による、笑顔あふ

れる安心して暮らせる保健福祉都市をめざし、ここに新たな計画を策定しまし

た。 
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２  地域福祉とは  

地域福祉とは、制度によるサービスを利用するだけではなく、地域に住む全

ての人が、家庭や地域の中で自分らしく安心して生活できるよう、地域全体で

支え合っていく関係や仕組みづくりをいいます。 

市民の誰もが、住み慣れた地域の中で安心して暮らしていくためには、様々

な生活課題について、「行政力」「地域力」「地域経済力」を駆使し、市民一人一

人の努力（自助）、市民同士の相互扶助（互助・共助）、公的な制度に基づくサ

ービスの提供等（公助）の連携を図っていくことが必要です。 

 

◇「互助」と「共助」について 

「互助」とは、地域での助け合いやボランティア、ＮＰＯ等による支援など

の相互扶助をいい、「共助」とは、介護保険に代表される社会保険制度など制度

化された相互扶助のことをいいます。 

「社会保障制度改革国民会議報告書」（平成 25 年 8 月 6 日）では、我が国の

社会保障制度について、「自助」を基本としながら、生活上のリスクには、「共

助」が「自助」を支え、「自助」や「共助」で対応できない状況には、「公助」

が補完する仕組みと位置付けています。あわせて、「家族・親族、地域の人々等

の間のインフォーマルな助け合い（＊）を『互助』と位置付け、人生と生活の

質を豊かにする『互助』の重要性を確認し、これらの取組みを積極的に進める

べきである。」としています。 

今後、保健福祉分野では、「自助」「互助・共助」「公助」の考え方が定着して

いくと考えられます。 

＊  インフォーマルな助け合いとは、自治体や専門機関など、フォーマル（正式）な

制度に基づき提供される支援ではなく、家族や友人、地域住民、ボランティアなど

による制度に基づかない非公式な支援のことをいいます。 

 

３  計画の根拠及び位置付け 

本計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づく市町村地域福祉計画であり、

あきる野市総合計画を上位計画として、地域福祉に関わる対象者別の各計画を

内包します。さらに、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画や本市が策

定するその他の計画と連携を図りながら地域福祉の理念を共有するものです

【図 1】。
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（目的）  

第１条  この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を

目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉（以

下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社

会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。  

 

（地域福祉の推進） 

第４条  地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相

互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、

社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に

努めなければならない。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第107条  市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市

町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福

祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

(１)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

(２)地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

(３)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

 

計画のイメージ（図 1）

＜社会福祉法（抜粋）＞ 
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あきる野市総合計画 

あきる野市地域保健福祉計画 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画 

あきる野市次世代育成支援行動計画 

 

あきる野市障がい者福祉計画 

（あきる野市障がい者計画・あきる野市障がい福祉計画） 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

めざせ健康あきる野 21 

（あきる野市健康増進計画） 

その他個別計画 

 

連携 

 

 

連
携 
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４  計画書の構成 

本計画は、あきる野市総合計画を基に基本理念（P6）を掲げ、保健福祉に関

わる施策を総合的な視野から検証し、めざすべき目標や施策を掲げた上で、各

分野が策定した対象者別の計画へつなげるための道標になるよう、横断的な構

成としました（P30 計画の構成図・P31 計画の体系図）。 

 

「第５章 施策の展開」（P32から P55まで）では、基本目標に対する施策を

設定し、現状と課題を示した上で、施策の方向ごとに各分野での取組み（  ）

を表記し、関連する計画及び担当課（  ）が把握できるような構成としまし

た。また、必要に応じて用語の説明（    ）を記しています。 

なお、取組みについては、『施策の方向全体に関わる取組み』『子どもに関す

る取組み』『障がい者に関する取組み』『高齢者に関する取組み』『健康づくりに

関する取組み』『生活福祉に関する取組み』『その他の取組み』の順で整理して

います。 

 

 

 

基 本 目 標 

 

施     策 

 

現状と課題 

 

施策の方向 

 

取組み（  ） 

 

関係計画・担当課（  ） 

 

用語の説明（    ） 

  

「第５章 施策の展開」 
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５  計画の期間 

本計画の期間は、平成 27年度から平成 31年度までの 5年間とします。 

ただし、今後の経済や社会情勢の変化を考慮して、必要に応じて見直しを行

います。 

 

 

  

平成22～26年度

平成22～26年度

平成21～26年度

平成21～23年度 平成24～26年度

平成21～23年度 平成24～26年度

平成19～29年度

～平成22年度 平成23～27年度

312822年度 23 24 25 26

地域福祉活動計画
（社会福祉協議会）

29 30

高齢者保健福祉計画
介護保険事業計画

第5期

地域保健福祉計画

障害福祉計画

27

次世代育成支援行動計画

32

地域保健福祉計画

子ども・子育て支援事業計画

（次世代育成支援行動計画）

第6期

健康増進計画

「めざせ健康あきる野２１」

あきる野市総合計画 基本構想（平成13～32年度）

前期基本計画（平成13～22年度）・後期基本計画（平成23～25年度・～32年度）

前期 後期基本計画

地域福祉活動計画

障がい者福祉計画
・障がい者計画

・第４期障がい福祉計画

障がい福祉計画の内容については、３年ごとに見直し

障害者計画

（地域保健福祉計画に含まれる）

第3期
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第２章  基本理念                              

 

  全ての市民が住み慣れた地域で、健康で安心して暮らし、いきいきと活動し

ていけるよう、“笑顔あふれる安心して暮らせる保健福祉都市”をめざします。 

 

 

～ 基 本 理 念 ～ 

笑顔あふれる 

安心して暮らせる 

保健福祉都市をめざして 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

市民と協働のまちづくり 

 

行政力            地域力           地域経済力 

  

自助 

公助 
共助 

互助 

第２章 基本理念 
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第３章  あきる野市の地域福祉を取り巻く状況                              

 

１  人口・世帯の状況 

（１）人口の動向 

平成 26 年 9 月に厚生労働省が公表した「平成 25 年（2013）人口動態統計」

によると、平成 25年の日本の合計特殊出生率（＊1）は、前年を 0.02ポイント

上回り 1.43となる一方で、出生数は過去最少となっています。 

このような中、日本の総人口は既に減少に転じており、本市においても、平

成 13 年に 78,997 人であった人口は、平成 24 年の 82,049 人まで増加を続けて

いましたが、それ以降は減少に転じています。 

また、市の将来人口推計によると、本市の人口は、平成 47 年には 73,490 人

となり、ピーク時であった平成 24年の 82,049人と比較して、8,559人（10.4％）

減少すると推計されます【図 2】。 

 

人口推計の結果（図 2） 

 
※ 平成 13年から平成 23年までは、住民基本台帳の人口及び外国人登録者の合計 
※ 平成 24年及び平成 25年は、住民基本台帳の人口（住民基本台帳法の改正に伴い外国人を含む。） 

78,997  

80,725  

81,852  81,809 
81,127  

79,051  

76,538  

73,490  

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000
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平

成

13
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平

成

17

年 

平

成

22

年 

平

成

24

年 

平
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26

年 

平

成

31

年 

平

成

32

年 

平

成

37

年 

平

成

42

年 

平

成

47

年 

平成13年～平成16年総人口：1月1日現在 

平成17年～平成47年総人口：10月1日現在 

80,865 

推計値  実数値 

総合計画の期間 

地域保健福祉計画の期間 

82,049 

（人） 
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（２）人口構成比の動向 

本市の人口構成比をみると、年少人口（0～14歳）の割合は、平成 13年では

14.8％でしたが、平成 26年は 13.6％となり、1.2ポイント低下しています。市

の推計によると、さらに、平成 47年には 11.2％になり、平成 13年と比較して

3.6ポイント低下すると推計されます。 

また、生産年齢人口（15～64歳）の割合も、平成 13年では 69.3％でしたが、

平成 26年は 59.7％となり、9.6ポイント低下しています。さらに、平成 47年

には 55.6％になり、平成 13年と比較して 13.7ポイント低下すると推計されま

す。 

一方、老年人口（65歳以上）の割合は、平成 13年では 15.9％でしたが、平

成 26年は 26.8％となり、10.9ポイント上昇しています。さらに、平成 47年に

は 33.2％になり、平成 13年と比較すると 17.3ポイント上昇すると推計されま

す【図 3】。 

今後、年少人口と生産年齢人口の減少が続く中、高齢化率は上昇し続け、少

子高齢化がより一層進んでいくと推測されます。 

 

人口構成比（図 3） 
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む。） 

※ 構成比は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならないことがある。  
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（３）世帯数・世帯人員の推移 

本市の世帯数の推移をみると、平成 17年は 30,524世帯でしたが、平成 26年

には 34,218世帯となり、3,694世帯（12.1％）増加しています。 

  一方、世帯人員（1世帯当たりの人員）は、平成 17年は 2.64人でしたが、平

成 26年には 2.39人に減少しています。また、平成 26年の東京都全体の世帯人

員は 1.96人、市部で 2.15人となっており、本市の世帯人員は、都内の平均よ

りも高い人員で推移しています【図 4】。 

世帯数の増加に対して、世帯人員が減少していることから、世帯規模の縮小

は確実に進んでおり、核家族化が進展していくと考えられます。 

 

 

世帯数及び世帯人員の推移（各年 10月 1日現在）（図 4） 

 

※ 東京都「住民基本台帳による世帯と人口」による。 
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２  子どもの状況 

本市の年少人口の割合は、平成 26年 1月 1日現在 13.7％となっており、平

成 22年の 14.3％から 5年間で 0.6ポイント低下しています。また、東京都全

体の割合は 11.7％、市部で 12.8％となっており、本市の年少人口の割合は、

都内の平均よりも高い割合で推移しています【図 5】。 

さらに、本市の出生数の推移をみると、平成 23年以降は減少傾向となって

おり、今後、子どもの数は減少していくと考えられます【図 6】。 

 

年少人口の割合の比較（各年 1月 1日現在）（図 5） 
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◇  保育所の入所者数は、ほぼ横ばいとなっていますが、平成 22 年の 1,715

人と比較して、平成 26 年は 1,747 人で、32 人（1.9％）増加しています 

【図 7】。 

  一方、保育所の待機児童数は、施設改修に伴う定員の増加等により、平成

24年以降は減少し、平成 22年の 90人と比較して、平成 26年は 58 人で、32

人（35.6％）減少しています【図 8】。 

 

保育所入所者数（各年 4月 1日現在）（図 7） 

 
 

待機児童数（10月 1日現在）（図 8） 
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◇  幼稚園の入園者数は、減少傾向となっており、平成 22 年の 1,101 人と比

較して、平成 26年は 1,030人で、71人（6.4％）減少しています【図 9】。 

 

幼稚園入園者数（各年 5月 1日現在）（図 9） 
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◇  児童館の延べ利用者数は、平成 22 年度をピークに減少しており、平成 21

年度の 38,798人と比較して、平成 25年度は 32,146人で、6,652人（17.1％）

減少しています【図 10】。 

一方、学童クラブ（＊2）の延べ利用者数は、増加傾向にあり、平成 21年

度の 111,832人と比較して、平成 25年度は 120,227人で、8,395人（7.5％）

増加しています【図 11】。 

 

児童館延べ利用者数（図 10） 

 

 

学童クラブ延べ利用者数（図 11） 

 

 

～用語の説明～ 
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学校に就学している児童(放課後児童)に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な

遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とした事業 
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◇  子ども家庭支援センター（＊3）への相談件数は、年々増加しており、平

成 21 年度の 147 件と比較して、平成 25 年度は 293 件で、146 件（99.3％）

増加しています【図 12】。また、相談内容は複雑・多様化しており、長期化

するケースが増加しています。 

 

子ども家庭支援センター相談件数（図 12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊3）子ども家庭支援センター 

子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭住宅サービス等の提供、サービス調整、地域

組織化等の事業を行う地域における子どもと家庭に関する支援ネットワークの中核的な拠点 
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◇  ファミリーサポートセンター（＊4）が行う事業の会員数は、年々増加し

ており、平成 21 年度の 442 人と比較して、平成 25 年度は 682 人で、240 人

（54.3％）増加しています。特に、依頼会員が顕著に増加しており、平成 21

年度の 280人と比較して、平成 25年度は 468人で、188人（67.1％）増加し

ています【図 13】。 

 

ファミリーサポートセンター会員数（図 13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊4）ファミリーサポートセンター 

育児の援助をしたい人（提供会員）と、育児の援助をしてほしい人（依頼会員）が会員と

なり、地域の中で助け合いながら子育ての援助活動をする会員組織 
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３  障がい者の状況 

障害者手帳の所持者数は、増加傾向にあります。平成 21年度の障害者手帳所

持者は 3,218 人で、人口に占める割合は 3.9％でしたが、平成 25 年度は 3,406

人で、人口に占める割合は 4.2％となり、188 人（0.3 ポイント）上昇していま

す。 

特に、愛の手帳（知的障がい者の手帳）所持者数は、平成 21年度と比較して

15.0％、精神障害者保健福祉手帳（精神障がい者の手帳）の所持者数について

は、40.9％と大幅に増加しています【図 14】。 

平成 27 年度から障害者雇用納付金制度（＊5）の対象事業主の範囲が拡大さ

れることから、障がい者の就労に関する相談件数が増加するとともに、自立や

日常生活に関する様々な相談も増加していくと考えられます。 

 

障害者手帳所持者数の推移（図 14） 
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◇  障がい者就労・生活支援センター（＊6）への相談件数は、年度によって

増減はあるものの、平成 21年度の 3,749件と比較して、平成 25年度は 5,402

件で、1,653件（44.1％）増加しています【図 15】。 

 

障がい者就労・生活支援センターへの相談件数（図 15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊5）障害者雇用納付金制度 

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇

用水準を引き上げることを目的に、納付金の徴収、調整金や報奨金等の各種助成金の支給を

行う制度。平成 27年 4月から本制度の対象範囲が、常時雇用する労働者数が 100 人を超える

事業主へと拡大される。 

 

（＊6）障がい者就労・生活支援センター 
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◇  精神障害者地域活動支援センター（＊7）への相談件数は、年度によって

増減はあるものの、増加傾向にあり、平成 21 年度の 5,543 件と比較して、

平成 25年度は 6,930件で、1,387件（25.0％）増加しています【図 16】。 

  

精神障害者地域活動支援センターへの相談件数（図 16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊7）精神障害者地域活動支援センター 

精神障がい者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的に、日常生活の支援

や地域交流活動等を総合的に行う機関 
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４  高齢者の状況 

本市の高齢化率（老年人口の割合）は、平

成 26 年 1 月 1 日現在 26.0％となっており、

平成 22 年の 23.1％から 5 年間で 2.9 ポイン

ト上昇しています。また、東京都全体の割合

は 21.6％、市部で 22.5％となっており、本市

の高齢化率は、都内の平均よりも高い割合で

推移しています【図 17】。 

内閣府の平成 26 年版高齢社会白書によると、平成 25 年の国の高齢化率は

25.1％で、団塊の世代が 75 歳を迎える平成 37（2025）年には 30.3％まで増加

すると推計されています。本市の高齢化率は、平成 37年には 30.6％になると推

計されており、3 人に 1 人が 65 歳以上という時代を迎えることになります 

【図 18】。 

   

高齢化率の比較（各年 1月 1日現在）（図 17） 

 
※ 数値は、少数点以下第 2位を四捨五入。 
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人口構成ピラミッド（平成 37年推計人口）（図 18） 

 
 

 

◇   要介護認定者数は、平成 23 年以降増加を続けており、平成 22 年の 2,147

人と比較して、平成 26 年は 2,846 人で、699 人（32.6％）増加しています 

【図 19】。 
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◇   地域包括支援センター（＊8）の相談件数は、年度によって増減はあるも

のの増加傾向にあり、平成21年度の2,326件と比較して、平成25年度は3,984

件で、1,658件（71.3％）増加しています【図 20】。 

高齢化が進む中、今後も相談件数は増加していくことが見込まれるととも

に、相談内容も多種多様化していくと考えられます。 

 

地域包括支援センター相談件数（図 20） 
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か所ずつ設置されている。 
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５  健康づくりの状況 

高齢化が進む中、高血圧・脂質異常症（＊9）・糖尿病などの生活習慣病で治

療を受けている人や要介護状態になる人の増加が大きな社会問題となっていま

す。このような中、平成 26 年版の厚生労働白書では、平成 26 年を「健康・予

防元年」と位置付け、健康寿命の重要性について強調しています。 

本市は、東京都が策定した「東京都健康推進プラン 21（第二次）」の中で、65

歳の人が要支援１以上の認定を受けるまでの平均自立期間の統計である「65 歳

健康寿命」（平成 24 年）において、男性が 82.2 歳、女性が 84.1 歳で、男女共

に東京都で第 1位という結果でした【図 21】。 

少子高齢化が進む中、今後も、予防・健康管理に関する取組みや、健康づく

りへの取組みを推進し、更に健康寿命の延伸を図ることが重要です。 

 

65歳健康寿命の推移（図 21） 

 

※ 要支援１以上の認定を受けるまでの平均自立期間で算出した場合。 

※ 数値は、少数点以下第 2位を四捨五入。 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊9）脂質異常症 

血液中の中性脂肪（トリグリセライド）・LDL（悪玉）コレステロールが多い、又は、HDL 

（善玉）コレステロールが少ない状態となること。 
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◇   特定健康診査の対象者数は、増加傾向となっており、平成 21年度の 17,180

人と比較して、平成 25年度は 18,169人で、989人（5.8％）増加しています。

また、受診率も上昇しており、平成 21年度の 43.3％と比較して、平成 25年

度は 48.1％で、4.8ポイント上昇しています【図 22】。 

 

特定健康診査の状況（図 22） 

 
※ 受診率は、少数点以下第 2位を四捨五入。 

 

 

◇   3から 4か月児健康診査の対象者数は、減少傾向となっており、平成 21年

度の 678人と比較して、平成 25年度は 619人で、59人（8.7％）減少してい

ます。これに対して、受診率は、年度によって増減はあるものの、平成 21

年度の 96.0％と比較して、平成 25 年度は 99.2％で、3.2 ポイント上昇して

おり、5年間で平均 97.4％となっています【図 23】。 

 

3から 4か月児健康診査の状況（図 23） 

 
※ 受診率は、少数点以下第 2位を四捨五入。 
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◇   1歳 6か月児健康診査の対象者数は、減少傾向となっており、平成 21年度

の 696人と比較して、平成 25年度は 656人で、40人（5.7％）減少していま

す。これに対して、受診率は、年度によって増減はあるものの、平成 21 年

度の 97.1％と比較して、平成 25 年度は 96.2％で、0.9 ポイント低下してお

り、5年間で平均 95.6％となっています【図 24】。 

 

1歳 6か月児健康診査の状況（図 24） 

 

※ 受診率は、少数点以下第 2位を四捨五入。 

 

 

◇   3歳児健康診査の対象者数は、減少傾向となっており、平成 21年度の 784

人と比較して、平成 25年度は 728人で、56人（7.1％）減少しています。こ

れに対して、受診率は、年度によって増減はあるものの、平成21年度の95.8％

と比較して、平成 25 年度は 96.2％で、0.4 ポイント上昇しており、平均で

95.6％となっています【図 25】。 

 

3歳児健康診査の状況（図 25） 

 
※ 受診率は、少数点以下第 2位を四捨五入。 
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第 19 回健康のつどい 地域イキイキ元気づくり事業 

協力者研修風景 

◇   がん検診の受診者数は、増加しており、平成 21年度の 20,669人と比較し

て、平成 25年度は 29,223人で、8,554人（41.4％）増加しています。 

特に、大腸がん検診の受診者数は、平成 21 年度の 5,080 人と比較して、

平成 25年度は 10,035人で、4,955人（97.5％）、前立腺がん検診の受診者数

は、平成 21 年度の 1,431 人と比較して、平成 25 年度は 3,782 人で、2,351

人（164.3％）と顕著に増加しています【図 26】。 

 

がん検診の受診状況（図 26） 
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６  生活保護等の状況 

生活保護の保護率は、千分率の単位である「パーミル（‰）」で表され、1,000

人当たりの人数を示すことになっています。東京都福祉保健局の統計では、本

市の平成 25 年度の保護率は 12.1 パーミルで、1,000 人当たり約 12 人が生活保

護の受給者であるということになります。また、東京都全体の保護率は 22.2パ

ーミル、市部は 18.0 パーミルで、本市は都内の 26 市中 3 番目に低い割合です

が、保護率は緩やかに上昇を続けています【図 27】。 

一方、生活保護の受給者以外の人を対象に 8万円を限度として生活資金の貸

付を行う生活資金貸付制度については、平成 22年度をピークに減少しています

【図 28】。 

このような中、平成 27年 4月に施行される生活困窮者自立支援法（＊10）に

基づき、生活保護に至る前の段階で自立に向けた支援を行う自立相談事業及び

住居確保給付金の支給事業を実施します。 

 

生活保護受給率の推移（図 27） 

 

※ 数値は、少数点以下第 2位を四捨五入。                 （福祉行政・衛生行政統計） 

 

 

生活資金貸付制度の利用状況（図 28） 
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◇   生活保護の世帯数は、平成 21年度の 489世帯と比較して、平成 25年度は

659 帯で、170 世帯（34.8％）増加しており、人員数は、平成 21 年度の 735

人と比較して、平成 25 年度は 975 人で、240 人（32.7％）増加しています 

【図 29】。 

生活保護の状況（図 29） 

 

 

◇  生活保護の世帯類型をみると、高齢者世帯が年々増加しており、平成 21

年度の 38.9％と比較して平成 25 年度は 44.9％で、6 ポイント上昇していま

す。平成 25 年度は、生活保護世帯の約 45％が高齢者世帯となっています 

【図 30】。 

生活保護世帯類型（図 30） 

.年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

 
世帯数 世  帯 世帯数 世  帯 世帯数 世  帯 世帯数 世  帯 世帯数 世  帯 

類型 人  員 構成比 人  員 構成比 人  員 構成比 人  員 構成比 人  員 構成比 

高齢者世帯 190  38.9% 209  38.0% 238  39.7% 267  43.1% 296  44.9% 

母子世帯 51  10.4% 62  11.3% 59  9.8% 54  8.7% 58  8.8% 

障がい者世帯 62  12.7% 64  11.6% 69  11.5% 67  10.8% 67  10.2% 

傷病者世帯 134  27.4% 155  28.2% 176  29.3% 114  18.4% 109  16.5% 

その他世帯 50  10.2% 60  10.9% 58  9.7% 118  19.0% 127  19.3% 

停
止
中 

世帯数 2  0  0  0  2  
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（＊10）生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支

援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる法律（平

成 27 年 4月 1日施行） 
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第４章  基本的な考え方                              

１  計画の基本目標 

 本計画では、基本理念である「笑顔あふれる安心して暮らせる保健福祉都市

をめざして」の実現に向けて、本市の行政力・地域力・地域経済力を駆使して、

「自助」「互助・共助」「公助」の考え方を基本とした市民との協働のまちづく

りを推進するために、4つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり、生きがいづくり、保健・医療体制及び防災・防犯体制の充実、バリ

アフリー化の推進など、住み慣れた地域で、誰もが安心・安全に住み続けられるよ

う、環境づくりを進めます。 

 基本目標１  安心・安全に住み続けられる環境づくり 

全ての市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域資源との連携を図り、

地域で助け合い、支え合う仕組みづくりを進めます。 

 基本目標２  地域で助け合い、支え合う仕組みづくり 

 

安心してサービスが利用できるよう、相談窓口の充実を図るとともに、関係機関

と連携を図りながら福祉サービスの向上に努めます。また、生活困窮者への支援体

制を整備するなど、支援を必要とする人が福祉サービスの情報を得られるように情

報を発信します。 

 基本目標３  適切なサービスを提供できる体制づくり 

福祉教育をはじめ、福祉に対する意識の向上を図るとともに、地域福祉の担い手

となるボランティアの人材育成やボランティア団体に対する支援を行います。 

 基本目標４  意識の醸成と担い手づくり 

第４章 基本的な考え方 
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２  重点課題 

本計画の上位計画である、あきる野市総合計画・後期基本計画では、「介護予

防・健康づくり事業の推進」「高齢者を支え合う地域づくりの推進」「保育の待

機児童の解消」「放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の充実」を保健福祉分

野の重点施策としています。 

これらの重点施策を受け、本計画では、「自助」「互助・共助」「公助」の考え

方を基本とした市民と協働のまちづくりを推進するために、各基本目標の中に

以下の 4つの重点課題を設定し、地域福祉の向上をめざしていきます。 

 

（１）「健康づくり・生きがいづくりの充実」（P32） 

（２）「見守り体制の充実」（P43） 

（３）「福祉サービスの充実及び体制の整備」（P50） 

（４）「人材育成の推進」（P53） 

 

 

あきる野市総合計画・後期基本計画との整合 

 

                  

                          

基本目標１ 

○介護予防・健康づくりの推進      安心・安全に住み続けられる環境づくり 

◎健康づくり・生きがいづくりの充実 

 

○高齢者を支え合う                基本目標２ 

地域づくりの推進        地域で助け合い、支え合う仕組みづくり 

                                  ◎見守り体制の充実 

 

○保育の待機児童の解消            基本目標３             

適切なサービスを提供できる体制づくり 

○放課後児童健全育成事業          ◎福祉サービスの充実及び体制の整備 

（学童クラブ）の充実        

                                  基本目標４ 

                                  意識の醸成と担い手づくり 

◎人材育成の推進 

 

総合計画・後期基本計画 

○重点施策 

地域保健福祉計画 

◎重点課題 
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３  計画の構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  計画の体系図 
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  （２）福祉サービスの充実及び体制の整備〔重点課題〕 P50 

（１）地域保健福祉の意識向上 P52 

  （２）人材育成の推進〔重点課題〕 P53 

（１）地域力の強化 P41 

（２）見守り体制の充実〔重点課題〕 P43 

  （１）健康づくり・生きがいづくりの充実〔重点課題〕 P32 
             （２）保健・医療・介護の提供体制の充実 P35 
             （３）防災・防犯体制の充実 P37 
             （４）人にやさしいまちづくり P39 
 

地 域 保 健 福 祉 計 画 



 

31 

 

４  計画の体系図 

　

➀ 支え合う地域づくりの推進

② 虐待防止ネットワークの充実

➀ 相談窓口の充実

B , C , D , H , I

D

② 社会参加・生きがいづくりの充実

➀ 地域防災力及び防犯体制の強化 B , J

C

① 地域における医療体制の充実

② 在宅医療と介護の連携の推進

C , F

➀ 見守りネットワークの充実

➀ ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりの推進
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基本目標２

地域で助け合い、支え合う仕組みづくり

〔P41〕

基本目標３

適切なサービスを提供できる体制づくり

〔P46〕

（１）健康づくり・生きがいづくりの充実

〔P32〕

（２）福祉サービスの充実及び体制の整備

（２）見守り体制の充実

〔重点課題〕

（１）相談・支援体制の充実

〔P41〕

〔P39〕

（２）保健・医療・介護の提供体制の充実

〔P35〕

（３）防災・防犯体制の充実

〔P37〕

基本目標 施　策 施策の方向

① 健康寿命を延ばす取組みの推進（健康づくり・介護予防）
〔重点課題〕

 関連計画（※）

A ,C , D , E , G

A , B , C , D , F

K

A , B , C

〔重点課題〕

〔P46〕

（１）地域力の強化

〔P53〕

（４）人にやさしいまちづくり

A , B , C

A , B , C , D , F

（２）人材育成の推進

A , B , C

基本理念

➀ 各計画に基づくサービスの充実及びサービスを受けやすい体制づくり

C , D , F

〔重点課題〕

（１）地域保健福祉の意識向上

〔P43〕

② 福祉ボランティアの支援

➀ 担い手の育成

➀ 福祉教育及び心のバリアフリー化の推進 B , C , G

〔P50〕

〔P52〕

② 就労の促進・生活困窮者への支援体制の整備

A , B , C , D

（※）関連計画  A・・・あきる野市子ども・子育て支援事業計画  B・・・あきる野市障がい者福祉計画  C・・・あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画   

D・・・めざせ健康あきる野 21   E・・・あきる野市特定健康診査等実施計画  F・・・あきる野市地域福祉活動計画  G・・・あきる野市教育基本計画  

H・・・あきる野市生涯学習推進計画  I・・・あきる野市スポーツ推進計画  J・・・あきる野市地域防災計画    K・・・あきる野市都市計画マスタープラン 
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第５章  施策の展開                              

 

 

（１）健康づくり・生きがいづくりの充実  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

保健や健康づくりについては、年齢が高くなるにつれて、その関心度も高く

なっています。しかし、年齢を問わず健康への意識を高めることが大切です。（市

民アンケート P62・問 8－エ） 

今後、更に保健や健康づくりに関する情報提供を行いながら、市が実施する

健康づくりや生きがいづくりなどの事業への参加を促進していくことが必要で

す。 

 

◇  介護などを受けずに自立して生活できる期間を「健康寿命」といいます。 

平成 26 年版の厚生労働白書では、平成 26 年を「健康・予防元年」と位置

付け、健康寿命の重要性を強調しています。 

 

 

①健康寿命を延ばす取組みの推進（健康づくり・介護予防） 

 健康増進の意識や理解を深めるため、「健康づくり市民推進委員会（＊11）」

の委員や「めざせ健康あきる野 21 推進会議」に参加するボランティアを中

心に、市民の自主的な健康づくり活動を支援します。 

 

 運動器症候群〔ロコモティブシンドローム〕（＊12）の予防などのため、地

域での自主的な活動ができる健康づくりの事業や高齢者のための筋力アッ

プ・栄養・骨密度等に関する介護予防事業を推進します。 

 

 歯の健康が、運動機能の低下や認知症の発症に大きく関係することから、口

腔ケアに着目した事業を推進します。 

 

１ 基本目標１ 安心・安全に住み続けられる環境づくり 
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 内臓脂肪症候群〔メタボリックシンドローム〕（＊13）の予防や特定健診、

がん検診などの健康診断や検診の必要性について啓発するとともに、受診率

の向上を図ります。 

 

 妊婦及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、妊婦健診や乳幼児健診を実施

し、安全・安心な子育て環境の充実に努めます。 

 

 食の文化を重視するとともに、健全な食生活を身に付け、安心で豊かな食生

活が送れるよう食育の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市特定健康診査等実施計画【健康課】 

あきる野市教育基本計画【指導室】【学校給食課】 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊11）健康づくり市民推進委員会 

地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、町内会・

自治会から推薦された委員で構成された組織 

 

（＊12）運動器症候群（ロコモティブシンドローム） 

「運動器の障がい」により「要介護」になるリスクが高まる状態のこと。 

 

（＊13）内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） 

内臓の周りに脂肪がたまる肥満（内臓脂肪型肥満）に加えて、高血圧、高血糖及び脂質

異常のうち２つ以上をもっている状態のこと。 
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地域イキイキ元気づくり事業 スポーツ・レクリエーション大会 

②社会参加・生きがいづくりの充実 

 外出が困難な人に対し、社会参加やスポーツ活動等が行いやすくなるよう移

動支援事業を実施するなどのサポート体制を整備します。 

 

 市民が介護保険施設等で行うボランティア活動を通して地域に貢献するこ

とを奨励し、支援します。 

 

 高齢者クラブが行う事業費の一部を補助し、高齢者の生きがいや健康づくり

を推進することで、明るい長寿社会の実現をめざします。 

 

 市民が学習成果を地域社会で活かし、地域貢献へと活動を展開させることが

できるよう、その取組みを支援します。 

 

 誰もが元気でスポーツに親しむ健康なまちをめざします。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市生涯学習推進計画【生涯学習スポーツ課】 

あきる野市スポーツ推進計画【生涯学習スポーツ課】 
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（２）保健・医療・介護の提供体制の充実   

 

【現状と課題】 

 

疾病等の早期発見・早期治療及び重症化の予防において、市民が利用しやす

い保健・医療体制を整備することは重要です。また、介護を要する状態になっ

ても、住み慣れた地域で継続して生活できることも重要です。 

地域の特性を活かしながら、保健・医療・介護の提供体制を充実していくこ

とが必要です。 

 

 

①地域における医療体制の充実 

 地域で実施する健康づくりや介護予防事業を通じて、医師と市民との交流を

深めながら「かかりつけ医」づくりを推進します。 

 

 地元の医師と阿伎留医療センターの医療連携を推進し、市民が安心して暮ら

せるまちづくりを進めます。 

 

 阿伎留医療センターの取組みを支援するとともに、医師会などの協力を仰ぎ、

市民が安心できる医療体制の充実に努めます。 

 

 病状に応じて、高度な医療体制を整えた専門医や病院と地域の医師が連携で

きる地域医療の体制づくりに取り組みます。 

 

 市民が安心して日常生活が送れるよう、医療機関、医師会、歯科医師会、薬

剤師会との連携を強化し、市の医療体制の充実を図ります。 

 

 緊急時でも安心して受診できるよう、休日診療や準夜診療に加え、二次救急

医療体制（＊14）を充実させます。 

 

 感染症の予防対策として、正しい知識の普及や啓発に努めます。 

 

 薬物乱用を防止するため、関係機関と連携を図るとともに、啓発活動の充実

に努めます。 
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関連計画・担当課 

 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊14）二次救急医療体制 

入院治療を必要とする重症患者に対応する医療機関。都道府県が定めた医療圏域（二次医療圏）

ごとに整備される。 

 

 

 

 

②在宅医療と介護の連携の推進 

 住み慣れた地域で継続して生活できるよう、医療や介護など、様々な分野で

連携を図ることができる体制づくりを推進します。 

 

 認知症を早期に発見し、医療など適切な支援へつなげる体制を構築するとと

もに、認知症高齢者の在宅生活の支援を推進します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

      

 

 

  

第５章 施策の展開 



 

37 

 

（３）防災・防犯体制の充実   

 

【現状と課題】 

 

東日本大震災以降、災害に関する意識が高まっています。 

市民アンケートでは、災害時に援護を必要とする人への支援対策として、「災

害時要援護者がどこにいるのか、要介護・障がいの状態の把握（台帳づくりな

ど）」と回答した人の割合が最も高く、他にも「災害発生時に、災害時要援護者

や避難支援者に避難情報を伝える方法の確認」と回答した人の割合が高くなっ

ています。（市民アンケート P80・問 24） 

地域の防災力や災害時の支援体制を充実させ、要援護者への対応を確立する

ことが必要です。 

 

①地域防災力及び防犯体制の強化 

 災害時要援護者登録制度（＊15）を推奨し、障がい者や要介護者、一人暮ら

しの高齢者など災害時要援護者の把握に努めます。 

 

 地域防災計画による災害時要援護者対策を踏まえ、民生児童委員協議会（＊

16）、町内会・自治会、防災・安心地域委員会（＊17）等との連携を図りな

がら防災避難対策を推進します。 

 

 高齢者や障がい者が通所・入所する事業所に対して、災害時の対応マニュア

ルの作成や防災訓練の実施を促します。 

 

 援助を必要とする障がい者が、災害時や緊急時、日常生活の中で困ったとき、

自己の障がいへの理解や手助けを周囲の人に依頼できるよう、ヘルプカード

について周知し、配布を行います。 

 

 安心して暮らせるまちづくりを推進するため、地域住民の防犯意識の向上を

図ります。また、防災行政無線やあきる野安心メール（＊18）により、振り

込め詐欺等の犯罪に巻き込まれないよう、情報提供を行います。 

 

 

第５章 施策の展開 



 

38 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市地域防災計画【地域防災課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

 

【高齢者支援課】【生活福祉課】 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 
（＊15）災害時要援護者登録制度 

災害時に自らを守るために安全な場所に避難するなど、一連の行動をとる際に支援を要す

る人々を災害時要援護者という。その災害時要援護者を事前に登録し、迅速かつ的確な救助

活動等ができるようにすることを目的とした制度 

 

（＊16）民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助言活動

に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」を兼ねており、

「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、「民生委員・児童委員」からなる組織を「民生

児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

（＊17）防災・安心地域委員会 

旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員をはじめ、

民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の代表者により構成

されている。 

 

（＊18）あきる野安心メール 

あきる野市の防災、防犯などに関する情報を電子メールにより配信するサービス 
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（４）人にやさしいまちづくり   

 

【現状と課題】 

 

市民アンケートでは、全ての人々が外出しやすいまちづくりに必要なことと

して、「道路の段差を解消する」や「歩きやすいように、歩道や道路上の障害物

（商品や看板、違法駐車、放置自転車、電柱など）を取り除く」と回答した人

の割合が高くなっています。（市民アンケート P83・問 27） 

 子どもや障がい者、高齢者を含めた全ての人にやさしい、生活しやすいユニ

バーサルデザイン（＊19）のまちづくりが必要です。 

 

 

①ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりの推進 

 障がい者や高齢者、子どもを連れた市民にとってやさしいユニバーサルデザ

インのまちづくりを進めます。 

 

 市内道路整備に合わせた歩道の段差解消等、道路や公共施設のバリアフリー

（＊20）化を推進します。 

 

 東京都福祉のまちづくり条例に基づき、民間施設においてもバリアフリー化

が進むよう、指導や情報提供を行うとともに、適合証の交付等を行います。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市都市計画マスタープラン【都市計画課】 

 

【区画整理推進室】【管理課】【建設課】【施設営繕課】【生活福祉課】 
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～用語の説明～ 

（＊19）ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や

生活環境をデザインする考え方 

 

（＊20）バリアフリー 

障がいのある人などが社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除去するこ

と。段差等の物理的な障壁だけでなく、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁

など、全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 
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（１）地域力の強化   

 

【現状と課題】 

 

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、互いに助け合おうとする気持ち

や地域全体で支え合うことが大切です。 

市民アンケートでは、隣近所と話す付き合いをしている人が 6 割以上となっ

ている一方で、「ほとんど近所付き合いをしない」「ほとんど顔も知らない」と

いう回答があり、特に 20 歳代、30 歳代で多くなっています。（市民アンケート

P69・問 11） 

若い年代も含めた全ての人々に地域活動への参加を促し、地域参加がしやす

い環境と、互いに支え合える環境づくりを進めることが必要です。 

 

 

①支え合う地域づくりの推進 

 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、貴重な地域資源（※）との連携を

強化し、支え合いの地域づくりを進めます。 

 

※  地域資源とは、町内会・自治会、民生児童委員協議会（＊21）、防災・安心地域委員会（＊

22）、 健康づくり市民推進委員会（＊23）、社会福祉協議会、ふれあい福祉委員会（＊24）、

あきる野市高齢者クラブ連合会など、地域福祉活動を実践している団体や人々のことをい

います。 

 

 町内会・自治会への加入促進を図り、自分たちの住んでいる地域を自ら住み

よい環境にすることや、住民同士が助け合う地域づくりを推進します。 

 

 市や地域が行う事業に対し、小・中学生を含めた若い世代の参加を促します。 

 

 保健福祉サービスの充実とともに、多方面とのネットワークを構築し、地域

の中で支え合う体制や仕組みづくりを進めます。 

 

２ 基本目標２ 地域で助け合い、支え合う仕組みづくり 

り 
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 地域福祉活動を推進するため、その中心的な役割を担う社会福祉協議会の活

動を支援し、連携を図ります。 

 

 地域社会からの孤立を背景に、貧困や心身の障害、不安から生活困窮に陥っ

ている人と向き合い、必要なサービスへつなげる地域体制を推奨します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

 

【健康課】【生活福祉課】【地域防災課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊21）民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助言活動

に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」を兼ねており、

「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、「民生委員・児童委員」からなる組織を「民生

児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

（＊22）防災・安心地域委員会 

旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員をはじめ、

民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の代表者により構成

されている。 

 

（＊23）健康づくり市民推進委員会 

地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、町内会・

自治会から推薦された委員で構成された組織 

 

（＊24）ふれあい福祉委員会 

   あきる野市社会福祉協議会で組織する町内会・自治会単位での地域福祉の充実を図ることを

目的とした組織 
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（２）見守り体制の充実  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

高齢化や核家族化の進展などにより、支援が必要な人が増えていることから、

地域における見守り支援の充実が求められています。 

子どもから高齢者、障がい者まで、誰もが安心して暮らせるよう、地域での

組織づくりや関係機関と連携の図れるネットワークづくりが必要です。 

 

 

①見守りネットワークの充実 

 地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員（＊

25）を中心に子どもたちを見守り、子育ての中の母親の不安

や妊娠中の心配事などの相談・支援等を行います。 

 

 防災無線により、子どもたちの下校時の見守りを全市民に呼

びかけます。 

 

 障がい者を介護する人が、緊急その他の理由により介護することができない

とき、日中の活動の場の確保と一時的な見守り事業等の支援を行います。 

 

 一人暮らしの高齢者等が、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活できる

よう、各種事業者の協力を得て実施する見守り事業を推進します。 

 

 常時注意を要する高齢者が緊急事態に陥ったときに、適切に救助等すること

ができる事業を推進します。 

 

 民生児童委員協議会が実施する、町内会・自治会と連携した高齢者の安否確

認の訪問や相談を支援します。 

 

 社会福祉協議会が設置するふれあい福祉委員会（＊26）が中心となった、子

どもや障がい者、地域の高齢者へのふれあい活動を支援し、市民が安心して

暮らせるための声かけや見守り活動を進めます。 
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 防災・安心地域委員会（＊27）が指定した見守り協力員が、見守りを希望す

る高齢者宅を訪問する「見守り事業」を推進します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

 

【生活福祉課】【地域防災課】【社会福祉協議会】 

  

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊25）民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助言活動

に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」を兼ねており、

「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、「民生委員・児童委員」からなる組織を「民生

児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

（＊26）ふれあい福祉委員会 

あきる野市社会福祉協議会で組織する町内会・自治会単位での地域福祉の充実を図ること

を目的とした組織 

 

（＊27）防災・安心地域委員会 

旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員をはじめ、

民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の代表者により構成

されている。 

 

 

 

②虐待防止ネットワークの充実 

 要保護児童の早期発見や適切な対応及び予防のため、支援のネットワークの

中核機関である子ども家庭支援センター（＊28）の機能や体制及び関係機関

との連携を強化するとともに、支援内容の充実を図ります。 
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 配偶者等からの暴力（ドメスティックバイオレンス）について、警察や専門

機関と連携を図り、専門相談員が適切に対応します。 

 

 高齢者や障がい者の権利擁護のため、虐待防止ネットワーク会議（＊29、 

＊30）により、市内の関係機関や民間団体等との連携協力体制を整備し、虐

待の相談や支援体制の充実を図ります。 

 

 妊娠から出産に至るまで、専門相談員が関係機関と連携を図りながら相談・

支援を行います。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

 

【健康課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊28）子ども家庭支援センター 

子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭在宅サービス等の提供、サービス調整、地域

組織化等の事業を行う地域における子どもと家庭に関する支援ネットワークの中核的な拠点 

 

（＊29）高齢者虐待防止ネットワーク会議 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、養護者に

よる高齢者への虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に行う

ため、関係機関や民間団体等で連携協力体制の強化を図るための会議 

 

（＊30）障害者虐待防止ネットワーク会議 

「障害者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、養護者

による障がい者への虐待防止、虐待を受けた障がい者の保護及び養護者に対する支援を適切

に行うため、関係機関や民間団体等で連携協力体制の強化を図るための会議 
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（１）相談・支援体制の充実   

  

【現状と課題】 

 

市民アンケートでは、高齢や病気などで日常生活が不自由になったときに相

談や支援を頼みたい相手として、「同居家族」の割合が最も高く、次いで「市役

所など」の割合が高くなっています。（市民アンケート P72・問 13） 

一方、5 年前に比べて「福祉に関する相談がしやすくなった（相談先・相談相

手が増えた）」と思っている人の割合は低くなっています。（市民アンケート

P84・問 28） 

このことからも、福祉や就労の相談についての窓口や支援体制を充実させる

必要があります。 

 

 

①相談窓口の充実 

 多種多様化した生活課題に対して、子ども、障がい者、高齢者に関する関係

機関が連携を図り、制度の狭間にある人への支援体制を構築していきます。 

 

 母子保健に関すること、子育てや家庭に関すること、障がい者の日常生活に

関すること、生活保護に関すること、高齢者の介護に関することなど、それ

ぞれの分野において専門性を要する相談窓口（※）の充実を図ります。 

 

※  地域包括支援センター（＊31）、障がい者就労・生活支援センター（＊32）、精神障害者

地域活動支援センター（＊33）、子ども家庭支援センター（＊34）などを含めた相談窓口。 

 

 平成27年1月から施行される難病の患者に対する医療等に関する法律に基づ

き、制度の適正な運営を図るとともに、相談・支援体制の充実を図ります。 

 

 平成27年4月から施行される生活困窮者自立支援法に基づき、就労や自立に

関する相談支援窓口を設置します。 

 

３ 基本目標３ 適切なサービスを提供できる体制づくり 

り 
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 社会福祉協議会が窓口となり、高齢者や障がい者などに対して、成年後見人

制度（＊35）の利用相談や判断能力の不十分な人の権利擁護事業に関する相

談などの支援を推進します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

 

【生活福祉課】 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊31）地域包括支援センター 

介護保険法に基づき設置する地域住民の保健・福祉・医療の向上や虐待防止、介護予防マ

ネジメントなどを総合的に行う機関。あきる野市では、秋川地区と五日市地区それぞれに 1

か所ずつ設置されている。 

 

（＊32）障がい者就労・生活支援センター 

障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、就業及びこれに伴う日常生活、社

会生活上の支援を行う機関 

 

（＊33）精神障害者地域活動支援センター 

精神障がい者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的に、日常生活の支援

や地域交流活動等を総合的に行う機関 

 

（＊34）子ども家庭支援センター 

子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭在宅サービス等の提供、サービス調整、地域

組織化等の事業を行う地域における子どもと家庭に関する支援ネットワークの中核的な拠点 

 

（＊35）成年後見人制度 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの人に対して、財産管理や身の回りの世

話のための介護サービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議などを支援し、それ

らの人を保護する制度 
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あきる野ハローワーク あきる野市シルバー人材センター 

②就労の促進・生活困窮者への支援体制の整備 

 障がい者・高齢者・ひとり親などに対し、関係機関（ハローワーク、障がい

者就労・生活支援センター（＊36）、シルバー人材センターなど）と連携し

て、就労相談や訓練、指導を行える就労支援体制を構築し、就労の場の確保

に努めます。 

 

 「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、国や東京都の動向を踏まえ、子

どもの将来が生まれ育った環境に左右されたり、貧困の連鎖に陥ることがな

いような対策を関係機関と連携を図って検討していきます。 

 

 生活保護世帯に対し、適切な保護を行うとともに、就労支援員による相談や

就労自立促進事業（＊37）の活用を推進するなど、被保護者の自立に向けた

支援を行います。 

 

 生活困窮者自立支援法（＊38）に基づき、生活保護に至る前の段階で自立支

援策の強化を図るため、関係部署やハローワークと連携し、自立相談支援事

業や住居確保給付金の支給等の支援体制を構築します。 
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関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

 

【生活福祉課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊36）障がい者就労・生活支援センター 

障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、就業及びこれに伴う日常生活、社

会生活上の支援を行う機関 

 

（＊37）就労自立促進事業 

生活保護受給者を対象に、ハローワークと自治体の協定による連携を基盤としたチーム支

援方式により、支援対象者の就労による自立の促進を図る事業 

 

（＊38）生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支

援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる法律（平

成 27 年 4月 1日施行） 
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（２）福祉サービスの充実及び体制の整備  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

福祉における法律や制度は複雑化しています。制度に基づくサービス体制を

整備し、提供することはもちろんですが、その内容や地域での活動についても、

支援を必要とする人に行き渡るように情報発信することが大切です。 

また、多種多様化する課題やニーズに対応するためには、行政だけではなく、

市民・地域・企業・関連機関との連携を強化する必要があります。 

 

 

①各計画に基づくサービスの充実及びサービスを受けやすい体制づくり 

 各分野が策定している対象者別の計画に基づき、利用者の視点に立ったサー

ビスの提供をめざします。 

 

 多様化する地域の課題やニーズに対応するため、地域住民が主体となって行

われる地域活動に対して支援を行います。 

 

 町内会・自治会をはじめとした各団体の活動を広く市民に情報提供できるよ

う啓発に努めます。 

 

 市や社会福祉協議会が実施している福祉事業を広報紙やガイドブック、ホー

ムページ、メール配信サービスなどにより情報発信していきます。 

 

 福祉サービスにおける第三者評価を推進し、サービスの質の向上を図ります。 

 

 市民・地域・企業・市が協働で子育てを支え、子どもが健やかに成長するこ

とができる社会の実現をめざします。 

 

 質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供します。 

 

 保育の受入れ人数を増やし、待機児童の解消に努め

ます。 
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 子育てひろばの充実を図るなど、地域の子育てをしやすい環境づくりをめざ

します。 

 

 既存施設の弾力的な運用、公共施設等の有効活用及び関連部署との連携によ

り、量と質の確保を図りながら、学童クラブ事

業（放課後児童健全育成事業）（＊39）を充実さ

せます。 

 

 児童館について、施設の有効活用を図りながら

遊びや様々な活動を通して、子どもの成長を支援します。 

 

 高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で生活できるよう福祉専門職の能力向

上を図ります。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

 

【生活福祉課】【社会福祉協議会】 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊39）学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業） 

児童福祉法第 6 条の 3 第 2 項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小

学校に就学している児童(放課後児童)に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な

遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とした事業 
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（１）地域保健福祉の意識向上  

 

【現状と課題】 

 

多くの人が福祉に関心を持ち、お互いを思いやり、理解を深めることで、誰

もが同じ地域の住民として、共に生きる社会をつくる必要があります。 

市民アンケートでは、5 年前と比べて、障がい者・高齢者への理解が深まった

かどうかの質問に対し、「かわらない」との回答が最も多いことから、人権や福

祉に関する意識を高めるとともに、福祉を担う人を育成していくことが必要で

す。（市民アンケート P84・問 28） 

 

 

①福祉教育及び心のバリアフリー化の推進 

 障がい者等の生活やその環境を自らの問題として認識することや、特別扱い

することなく互いを尊重し合いながら社会参加に協力する「心のバリアフリ

ー（＊40）」を推進します。 

 

 認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域をつくるため、認知

症への理解を深める講座を開催し、認知症高齢者の支援を推進します。 

 

 障がいのある幼児や児童・生徒が自らの能力を高め、生活や学習上の困難を

改善・克服するため、特別支援教育を推進します。 

 

 「総合的な学習の時間」や「道徳」の時間を中心に、福祉問題への理解を深

める学習を行います。 

  

4 基本目標 4 意識の醸成と担い手づくり 

り 

 

第５章 施策の展開 

人権教育（道徳授業風景） 
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関連計画・担当課 

 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

あきる野市教育基本計画【指導室】 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊40）バリアフリー 

障がいのある人などが社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除去するこ

と。段差等の物理的な障壁だけでなく、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁

など、全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 

 

 

（２）人材育成の推進  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

市民と協働のまちづくりを進める上で、その担い手やボランティアの存在は

不可欠です。 

しかし、市民アンケートの結果では、ボランティア活動に参加したことがあ

る人の割合は 3割程度と少なく、その理由として、「活動したいという気持ちは

あるが、仕事や家事が忙しくて時間がない」「活動したいという気持ちはあるが、

きっかけがつかめない」などの意見が多く見られます。（市民アンケート P75、

76・問 18、18-2） 

これらのことから、活動に参加しやすい環境の整備と、福祉に関する担い手

やボランティアの育成及び支援が必要です。  

 

 

①担い手の育成 

 健康福祉の各部署に専門職を配置し、市民からの多種

多様な相談に対応できるよう資質の向上に努めます。 

第５章 施策の展開 
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 地域福祉の担い手として、誰もが活躍できるような機会をつくるために、各

種研修や勉強会を開催します。 

 

 ボランティアに関する情報を広報紙やホームページ等で発信し、多くの市民

が参加しやすい機会づくりに努めます。 

 

 健康課や社会福祉協議会において、福祉職をめざす実習生などを積極的に受

け入れ、福祉社会を支える人材育成に努めます。 

 

 公的な制度では対象とならない援助を必要とする世帯に在宅福祉サービス

を提供する中で、担い手である協力員の資質向上を図ります。 

 

 保健福祉事業における各種ボランティアを積極的に募るとともに、その育成

に努めます。 

 

 社会福祉協議会で設置しているボランティア・市民活動センターで、ボラン

ティア活動を希望する人に活動の場を提供します。また、ボランティアを必

要とする人に対し、ボランティアを紹介する仕組みを充実していきます。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【児童課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

 

【生活福祉課】 

 

 

 

 

第５章 施策の展開 
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ボランティアコーナー 秋川ふれあいセンター 

②福祉ボランティアの支援 

 高齢化が進む中で、在宅による介護の増加が予測されることから、専門性を

有するボランティアの確保と育成について検討していきます。 

 

 健康づくり活動に参加する市民ボランティアの活動の場である「めざせ健康

あきる野 21推進会議」を中心に、継続的に活動することを推進します。 

 

 秋川ふれあいセンターをボランティア活動の拠点として、充実を図ります。 

社会福祉協議会では、市民参加による助け合い活動の実施やボランティア団

体などとの連携により、高齢者や障がい者、子育て中の親などが孤立しない

「市民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

第５章 施策の展開 
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第６章  計画の推進                              

１  計画の推進体制及び進行管理 

本計画及び関連する対象者別計画の担当課を中心に、関係各課との連携を更

に強化し、本計画を推進していきます。 

また、計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルの考えに基づき、施策・

事業の実施・評価・改善を行い、必要があると認めるときは、計画内容を変更

するなどの取組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

２  あきる野市社会福祉協議会との連携強化 

地域福祉を推進する上で、あきる野市社会福祉協議会との連携は欠かせませ

ん。 

特に、あきる野市社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」は、本計

画と密接な関わりをもっています。それぞれの整合性を図り、連携を強化して

いくことで、計画の推進につなげます。 

 

３  計画の周知 

 本計画は、市民のための計画であり、地域福祉の担い手となる市民、事業者、

関係団体等に広く普及・啓発する必要があるため、市広報やホームページをは

じめ、様々な機会を通じて効果的に周知を図ります。 

Plan 

（計画） 

Do 

（実施） 

Check 

（評価） 

Action 

（改善） 

ＰＤＣＡサイクル 

第６章 計画の推進 
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資 料 編 

 

1 市民アンケート結果 

 

(1) 調査の概要 

 

① 調査の目的 

福祉サービスの充実と、地域住民等による相互の助け合い、支え合い活動の

促進による、福祉の向上に取組む指針として、「あきる野市地域保健福祉計画」

の策定の基礎資料として調査を実施するものです。 

② 調査対象 

あきる野市在住の 20歳以上 1,000人を無作為抽出 

③ 調査期間 

平成 26年 6月 6日から平成 26年 6月 23日まで 

④ 調査方法 

郵送による配布・回収 

⑤ 回収状況 

配布数 1,000通のうち、有効回収数 394通。有効回収率は 39.4％。 

⑥ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してありま

す。また、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％

にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率で

あるかという見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があ

ります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数

の合計と単純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、

クロス集計とは、複数項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質

問項目を交差して並べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関係

を明らかにするための集計方法です。 
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(2) 調査結果 

 

１．あなたご自身について 

問１ あなたの性別は？（１つだけ○） 

 

「男性」の割合が 51.5％、「女性」の割合が 48.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたの年齢は？（１つだけ○） 

 

「70歳以上」の割合が 26.4％と最も高く、次いで「60歳代」の割合が 23.9％、「40歳

代」の割合が 17.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ あなたのお住まいの地域は？（１つだけ○） 

 

「第２ブロック」の割合が 38.8％と最も高く、次いで「第１ブロック」の割合が 19.8％、

「第３ブロック」の割合が 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１ブロック （草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、原小宮一～二丁目） 

第２ブロック （雨間、野辺、小川、小川東一～三丁目、二宮、二宮東一～三丁目、平沢、 

  平沢東一丁目、平沢西一丁目、切欠、秋川一～六丁目、秋留一～五丁目） 

第３ブロック （引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平） 

第４ブロック （山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内） 

第５ブロック （五日市、小中野、留原、高尾、舘谷、入野） 

第６ブロック （小和田、深沢、戸倉、乙津、養沢） 

 

 

 

 

 

 

N =

394 51.5 48.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

51.5 48.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答

N =

394 8.4 7.9 17.0 16.5 23.9 26.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
8.4 7.9 17.0 16.5 23.9 26.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

70歳以上 無回答

N =

394 19.8 38.8 15.5 11.4 10.9

3.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

19.8 38.8 15.5 11.4 10.9 3.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

第１ブロック 第２ブロック 第３ブロック 第４ブロック

第５ブロック 第６ブロック 無回答



 

59 

 

問４ あなたのご家族の構成は？（１つだけ○） 

 

「二世代（親と子）」の割合が 50.5％と最も高く、次いで「夫婦のみ」の割合が 29.7％、

「単身（一人）」の割合が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問５ あなたのお仕事は？（１つだけ○） 

 

「勤め（常勤）」の割合が 27.7％と最も高く、次いで「無職」の割合が 24.1％、「専業

主婦」の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたご自身は、あきる野市に住んで何年になりますか？（１つだけ○） 

 

「20 年以上」の割合が 70.3％と最も高く、次いで「11 年～20 年」の割合が 14.5％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

問７ あなたご自身の所得はおいくらですか？（１つだけ○） 

 

「80万円以下」の割合が 28.2％と最も高く、次いで「200 万円以上 400 万円未満」の

割合が 24.9％、「80万円を超え 125 万円未満」の割合が 12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

394 10.2 29.7 50.5 7.4

2.0

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
10.2 29.7 50.5 7.4 2.00.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身（一人） 夫婦のみ 二世代（親と子）

三世代（親と子と孫） その他 無回答

27.7 15.2 9.1 18.3 2.0 24.1 3.00.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤め（常勤） 勤め（パート・アルバイト）

自営業・家業の手伝い 専業主婦

学生 無職

その他 無回答

N =

394 27.7 15.2 9.1 18.3

2.0

24.1

3.0

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

394 4.1 5.6 5.6 14.5 70.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.1 5.6 5.6 14.5 70.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 年未満 3 ～5 年 6 ～10年 11年～20年 20年以上 無回答

N =

394 28.2 12.9 11.2 24.9 12.2 4.8

2.3

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

28.2 12.9 11.2 24.9 12.2 4.82.33.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

80万円以下 80万円を超え125 万円未満

125 万円以上200 万円未満 200 万円以上400 万円未満

400 万円以上700 万円未満 700 万円以上1,000 万円未満

1,000 万円以上 無回答
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２．福祉全般について 

 

問８ 次の（ア）～（オ）の各分野について、あなたはどのくらい関心がありますか？

（（ア）～（オ）それぞれに１つずつ○） 

 

高齢者の福祉に関することで「非常に関心がある」と「少しは関心がある」をあわせ

た“関心がある”の割合が高く、８割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）保育、子育て支援など、子どもの福祉に関すること 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、他の年齢に比べ 20歳代、70歳以上で“関心がある”の割合が低くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健や健康づくりに関すること

N = 394

地域の助け合いやボランティア
活動に関すること

保育、子育て支援など、子ども
の福祉に関すること

障がい者の福祉に関すること

高齢者の福祉に関すること

21.8

32.7

46.4

24.6

31.0

46.7

45.2

40.4

45.2

43.1

19.5

14.7

8.1

17.8

13.2

6.1

4.6

5.8

2.8

1.8

3.6

4.1

3.8

1.8

1.8

2.3

2.8

1.5

3.8

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31.0 43.1 13.2 3.05.8 3.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に関心がある 少しは関心がある あまり関心がない

関心がない わからない 無回答

N =

20歳代 33

30歳代 31

40歳代 67

50歳代 65

60歳代 94

70歳以上 104

27.3

51.6

43.3

27.7

27.7

23.1

42.4

25.8

32.8

49.2

48.9

46.2

15.2

12.9

7.5

18.5

10.6

15.4

9.1

6.5

10.4

4.6

5.3

2.9

3.0

3.2

4.5

4.3

5.8

3.0

1.5

3.2

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（イ）障がい者の福祉に関すること 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、他の年齢に比べ 50歳以上で“関心がある”の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）高齢者の福祉に関すること 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ“関心がある”の割合が高くなる傾向がみら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳代 33

30歳代 31

40歳代 67

50歳代 65

60歳代 94

70歳以上 104 27.9

31.9

23.1

20.9

16.1

12.1

45.2

45.7

56.9

43.3

32.3

36.4

12.5

13.8

15.4

25.4

35.5

18.2

2.9

3.2

3.1

1.5

6.5

21.2

2.9

2.1

1.5

7.5

6.5

9.1

8.7

3.2

1.5

3.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31.0 43.1 13.2 3.05.8 3.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に関心がある 少しは関心がある あまり関心がない

関心がない わからない 無回答

N =

20歳代 33

30歳代 31

40歳代 67

50歳代 65

60歳代 94

70歳以上 104 67.3

56.4

44.6

34.3

9.7

15.2

28.8

34.0

53.8

47.8

54.8

39.4

1.9

4.3

1.5

13.4

25.8

24.2

2.1

3.2

12.1

1.1

3.0

6.5

6.1

1.9

2.1

1.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（エ）保健や健康づくりに関すること 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ“関心がある”の割合が高くなる傾向がみら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）地域の助け合いやボランティア活動に関すること 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ“関心がある”の割合が高くなる傾向がみら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

20歳代 33

30歳代 31

40歳代 67

50歳代 65

60歳代 94

70歳以上 104 49.0

36.2

26.2

23.9

19.4

15.2

37.5

45.7

58.5

49.3

41.9

36.4

5.8

9.6

15.4

20.9

25.8

33.3

1.9

3.2

1.5

6.5

9.1

2.1

3.0

6.5

3.0

5.8

3.2

1.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31.0 43.1 13.2 3.05.8 3.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に関心がある 少しは関心がある あまり関心がない

関心がない わからない 無回答

N =

20歳代 33

30歳代 31

40歳代 67

50歳代 65

60歳代 94

70歳以上 104 34.6

25.5

15.4

16.4

12.9

3.0

44.2

47.9

60.0

49.3

38.7

27.3

12.5

17.0

23.1

19.4

22.6

39.4

1.0

3.2

1.5

9.0

19.4

21.2

2.9

4.3

4.5

6.5

6.1

4.8

2.1

1.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問９ あなたは、次の各分野に関する情報や知識をどこから得ていますか？（（ア）～

（オ）それぞれに３つずつ右下の選択肢から番号を選んでご記入ください）項目

 右記から３つまで選んでください 

 

（ア）保育、子育て支援など、子どもの福祉に関すること 

 

「市の広報紙やパンフレット」の割合が 59.1％と最も高く、次いで「テレビ・ラジオ・

新聞・雑誌など」の割合が 52.3％、「近隣の人、知人、友人」の割合が 35.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

家族や親類

近隣の人、知人、友人

市の広報紙やパンフレット

市のホームページ

行政の相談

社会福祉協議会

民生委員・ふれあい福祉委
員など

地域の支援センター

NPO 等民間団体・福祉サー
ビス事業者

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌な
ど

「4 」以外のインターネット情
報

わからない

その他

無回答

32.0

35.8

59.1

13.2

2.8

4.1

3.8

1.8

1.0

52.3

7.6

5.3

3.3

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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（イ）障がい者の福祉に関すること 

 

「市の広報紙やパンフレット」の割合が 49.0％と最も高く、次いで「テレビ・ラジオ・

新聞・雑誌など」の割合が 48.2％、「近隣の人、知人、友人」の割合が 21.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

家族や親類

近隣の人、知人、友人

市の広報紙やパンフレット

市のホームページ

行政の相談

社会福祉協議会

民生委員・ふれあい福祉委
員など

地域の支援センター

NPO 等民間団体・福祉サー
ビス事業者

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌な
ど

「4 」以外のインターネット情
報

わからない

その他

無回答

16.0

21.8

49.0

8.9

3.8

11.9

6.1

5.1

7.4

48.2

9.4

10.2

3.0

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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（ウ）保健や健康づくりに関すること 

 

「市の広報紙やパンフレット」の割合が 60.2％と最も高く、次いで「テレビ・ラジオ・

新聞・雑誌など」の割合が 45.7％、「近隣の人、知人、友人」の割合が 31.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

家族や親類

近隣の人、知人、友人

市の広報紙やパンフレット

市のホームページ

行政の相談

社会福祉協議会

民生委員・ふれあい福祉委
員など

地域の支援センター

NPO 等民間団体・福祉サー
ビス事業者

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌な
ど

「4 」以外のインターネット情
報

わからない

その他

無回答

20.1

31.7

60.2

16.8

2.0

3.8

6.1

3.0

2.0

45.7

10.7

5.8

3.6

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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（エ）高齢者の福祉に関すること 

 

「市の広報紙やパンフレット」の割合が 54.8％と最も高く、次いで「テレビ・ラジオ・

新聞・雑誌など」の割合が 51.5％、「近隣の人、知人、友人」の割合が 26.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

家族や親類

近隣の人、知人、友人

市の広報紙やパンフレット

市のホームページ

行政の相談

社会福祉協議会

民生委員・ふれあい福祉委
員など

地域の支援センター

NPO 等民間団体・福祉サー
ビス事業者

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌な
ど

「4 」以外のインターネット情
報

わからない

その他

無回答

18.0

26.4

54.8

11.4

3.6

10.2

6.9

3.6

4.1

51.5

10.4

7.1

3.3

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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（オ）地域の助け合いやボランティア活動に関すること 

 

「市の広報紙やパンフレット」の割合が 57.1％と最も高く、次いで「近隣の人、知人、

友人」の割合が 32.0％、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌など」の割合が 26.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

家族や親類

近隣の人、知人、友人

市の広報紙やパンフレット

市のホームページ

行政の相談

社会福祉協議会

民生委員・ふれあい福祉委
員など

地域の支援センター

NPO 等民間団体・福祉サー
ビス事業者

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌な
ど

「4 」以外のインターネット情
報

わからない

その他

無回答

12.2

32.0

57.1

10.7

1.5

12.7

6.6

6.1

4.8

26.1

5.8

13.5

3.0

6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 10 あなたは、困ったことがあったら、どこ（誰）に相談しますか？ 

（○はいくつでも） 

 

「家族や親類」の割合が 86.8％と最も高く、次いで「近隣の人、知人、友人」の割合

が 53.0％、「行政の窓口」の割合が 35.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

家族や親類

近隣の人、知人、友人

行政の窓口

社会福祉協議会

民生委員、ふれあい福祉委
員など関係者

地域の支援センター

利用している施設や福祉
サービス事業者

NPO 等の民間団体

医療機関、主治医、助産師

特に相談しない

その他

無回答

86.8

53.0

35.0

6.3

6.6

5.3

7.9

0.8

29.9

1.3

3.0

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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３．地域での近所付き合いや助け合いについて 

問 11 あなたは隣近所の方と、どのようにお付き合いされていますか？（１つだけ○） 

 

「さしさわりのないことなら､ 話せる相手がいる」の割合が 47.5％と最も高く、次い

で「道で会えば、あいさつする程度の人ならいる」の割合が 27.9％、「個人的なことを相

談し合える人がいる」の割合が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ「さしさわりのないことなら､ 話せる相手が

いる」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

394 15.7 47.5 27.9 3.8

1.8

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.7 47.5 27.9 3.81.83.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

個人的なことを相談し合える人がいる

さしさわりのないことなら､ 話せる相手がいる

道で会えば、あいさつする程度の人ならいる

ほとんど近所付き合いをしない

ほとんど顔も知らない

無回答

N =

20歳代 33

30歳代 31

40歳代 67

50歳代 65

60歳代 94

70歳以上 104 21.2

13.8

13.8

16.4

19.4

3.0

55.8

55.3

49.2

47.8

25.8

15.2

16.3

24.5

33.8

25.4

32.3

63.6

3.2

7.5

12.9

9.1

1.1

1.5

6.5

9.1

6.7

2.1

3.1

1.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 11－１ 主な理由は？（○は２つまで） 

 

「ふだん付き合う機会がないから」の割合が 62.1％と最も高く、次いで「仕事や家事・

育児などで忙しい（時間がない）から」の割合が 27.3％、「あまり関わり合いをもちたく

ないから」の割合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 あなたは、お住まいの地域の行事や活動にどの程度参加されていますか？ 

（1つだけ○） 

 

「よく参加している」と「ときどき参加している」をあわせた“参加している”の割

合が 52.5％、「あまり参加していない」と「まったく参加していない」をあわせた“参加

していない”の割合が 44.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 132 ％

仕事や家事・育児などで忙し
い（時間がない）から

引っ越してきて間もないから

ふだん付き合う機会がないか
ら

同世代の人が近くにいないか
ら

気の合う人・話の合う人が近
くにいないから

あまり関わり合いをもちたくな
いから

その他

無回答

27.3

10.6

62.1

9.8

17.4

18.9

3.0

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

394 16.2 36.3 20.8 23.4 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
16.2 36.3 20.8 23.4 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく参加している ときどき参加している あまり参加していない

まったく参加していない 無回答
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問 12－1 どのような行事や活動に参加されていますか？（○はいくつでも） 

 

「町内会・自治会などの活動」の割合が 81.6％と最も高く、次いで「お祭りや運動会

などのイベント活動」の割合が 46.9％、「趣味や娯楽を通じての活動」の割合が 25.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12－2 参加されていない理由は？（○は３つまで） 

 

「仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から」の割合が 33.9％と最も高く、

次いで「町内会・自治会などに入っていないから」の割合が 33.3％、「どのような行事や

活動があるか、いつ・どこでやっているか知らないから」の割合が 29.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 207 ％

町内会・自治会などの活動

子ども会やPTA 活動

高齢者クラブの活動

地域でのボランティア活動

趣味や娯楽を通じての活動

お祭りや運動会などのイベン
ト活動

ふれあい福祉委員会の活動

その他

無回答

81.6

16.9

7.7

24.2

25.1

46.9

12.1

3.9

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 174 ％

町内会・自治会などに入って
いないから

仕事や家事・育児などで忙し
い（時間がない）から

一緒に参加する人がいない
から

地域でやっている行事や活
動に、自分が参加したいもの
がないから

家族の協力・理解が得られな
いから

どのような行事や活動がある
か、いつ・どこでやっているか
知らないから

地域以外での活動に参加し
ているから

行事や活動に参加したくない

その他

無回答

33.3

33.9

13.2

23.6

0.6

29.9

9.2

20.7

12.6

4.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 13 あなたが、もし、高齢や病気などで日常生活が不自由になり、相談や支援を必

要とするとき、誰に支援を頼みたいですか？（○は３つまで） 

 

「同居家族」の割合が 74.4％と最も高く、次いで「市役所など」の割合が 32.2％、「同

居家族以外の親族」の割合が 31.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

同居家族

同居家族以外の親族

知人・友人

近所の人

町内会・自治会長、ふれあい
福祉委員

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

社会福祉法人等の民間事業
者

NPO 等の民間活動団体

市役所など

民間有料サービス（ヘルパー
など）

誰もいない・思いつかない

人には頼みたくない

その他

無回答

74.4

31.2

13.7

4.6

3.6

6.6

12.7

14.2

2.8

32.2

27.9

1.8

0.3

2.3

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 14 あなたは、地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なことは、どの

ようなことだと思いますか？（○は３つまで） 

 

「誰もが気軽にふれあえる場・居場所をつくる」の割合が 42.4％と最も高く、次いで

「交流活動やイベントなど、ふれあう・知り合う機会をふやす」の割合が 41.1％、「町内

会・自治会など地域組織を活性化する・参加を促す」の割合が 40.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 あなたやご家族が、日常生活で困ったときに、地域の人に手助けしてもらった

（もらいたい）ことは何ですか？（○はいくつでも） 

 

「特にない」の割合が 32.5％と最も高く、次いで「日常的な買物」の割合が 19.8％、

「高齢者や障がいのある人の介助」の割合が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

町内会・自治会など地域組織
を活性化する・参加を促す

地域で、地域の問題に関する
話し合いの機会をもつ

交流活動やイベントなど、ふ
れあう・知り合う機会をふや
す

近所のこどもや高齢者への
見守り・声かけ活動をすすめ
る

地域の防犯・防災、美化活動
など、日常的な協力活動を活
性化する

誰もが気軽にふれあえる場・
居場所をつくる

その他

無回答

40.9

18.5

41.1

38.1

25.6

42.4

4.1

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 394 ％

日常的な買物

日常的な話相手

病院の薬の受け取りなどの
用事

食事づくりや洗濯、ゴミ出しな
ど

病気の時の看病や世話

急な外出時などの子どもの世
話

子育てや教育などに関する
相談

日常生活に関する悩みや不
安の相談

高齢者や障がいのある人の
介助

急な外出時などの高齢者や
障がいのある人の介助

特にない

その他

無回答

19.8

16.0

13.7

13.7

14.7

10.4

7.9

14.7

19.3

14.7

32.5

3.8

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 16 あなたやご家族が、日常生活で困ったときに、地域の人に手助けできることは

何ですか？（○はいくつでも） 

 

「日常的な買物」の割合が 43.7％と最も高く、次いで「日常的な話相手」の割合が 40.4％、

「病院の薬の受け取りなどの用事」の割合が 29.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたは、次の（ア）～（ウ）を知っていますか？ 

（（ア）～（ウ）それぞれ１つずつ○）） 

 

防災・安心地域委員会で「知らない」の割合が高く、約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

日常的な買物

日常的な話相手

病院の薬の受け取りなどの
用事

食事づくりや洗濯、ゴミ出しな
ど

病気の時の看病や世話

急な外出時などの子どもの世
話

子育てや教育などに関する
相談

日常生活に関する悩みや不
安の相談

高齢者や障がいのある人の
介助

急な外出時などの高齢者や
障がいのある人の介助

特にない

その他

無回答

43.7

40.4

29.4

16.5

7.6

16.0

8.4

17.0

12.2

10.4

17.5

5.1

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 394

民生委員・児童委員

ふれあい福祉委員会

防災・安心地域委員会 10.7

15.0

19.5

16.2

14.2

30.7

22.1

26.1

28.9

43.1

19.0

49.0

1.5

1.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19.5 30.7 28.9 19.0 1.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も、活動内容も知っている 活動も少しは知っている

名前だけは知っている 知らない

無回答

（ア） 

（イ） 

（ウ） 
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４．地域でのボランティア活動について 

問 18 あなたは、これまで、ボランティア活動に参加されたことがありますか？（１

つだけ○） 

 

「ある」の割合が 29.2％、「ない」の割合が 65.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18－1 参加したことがあるのはどんな活動ですか？（○はいくつでも） 

 

「施設での手伝い」、「地域の防犯・防災活動（夜回りなど）」の割合が 35.7％と最も高

く、次いで、「募金活動の手伝い」の割合が 27.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 115 ％

施設での手伝い

子育て・福祉イベントなどの
手伝い

募金活動の手伝い

地域の見守り活動・話し相手

地域の防犯・防災活動（夜回
りなど）

子どもの一時預かり

通院・外出の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い（食事､ 掃除､
洗濯など）

手話など専門技能を生かした
手伝い

その他

無回答

35.7

18.3

27.0

18.3

35.7

7.8

3.5

3.5

6.1

2.6

19.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

394 29.2 65.5 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.2 65.5 5.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答
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問 18－2 ボランティア活動に参加したことがない理由は？（○はいくつでも） 

 

「活動したいという気持ちはあるが、仕事や家事が忙しくて時間がない」の割合が

40.7％と最も高く、次いで「活動したいという気持ちはあるが、きっかけがつかめない」

の割合が 31.0％、「活動したいという気持ちはあるが、身近に活動グループや仲間がいな

い・みつけられない」の割合が 21.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 参加してみたい活動はどんな活動ですか？（○はいくつでも） 

 

「地域の見守り活動・話し相手」の割合が 23.4％と最も高く、次いで「地域の防犯・

防災活動（夜回りなど）」の割合が 20.8％、「施設での手伝い」の割合が 19.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

施設での手伝い

子育て・福祉イベントなどの
手伝い

募金活動の手伝い

地域の見守り活動・話し相手

地域の防犯・防災活動（夜回
りなど）

子どもの一時預かり

通院・外出の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い（食事､ 掃除､
洗濯など）

手話など専門技能を生かした
手伝い

その他

無回答

19.0

16.8

6.6

23.4

20.8

8.9

9.1

9.9

5.8

3.6

9.4

21.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N = 258 ％

活動したいという気持ちはある
が、仕事や家事が忙しくて時間
がない

活動したいという気持ちはある
が、きっかけがつかめない

活動したいという気持ちはある
が、身近に活動グループや仲
間がいない・みつけられない

健康に自信がないので、参加
が難しい

家族や職場の理解が得られな
いので、参加が難しい

興味をもてる活動がない

ボランティア活動そのものに興
味がない・したくない

その他

無回答

40.7

31.0

21.3

17.1

2.3

13.6

13.6

7.8

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 20 今後、ボランティア活動の輪を広げていくために、特にどのようなことが必要

だと思いますか？（○は３つまで） 

 

「ボランティア活動をしたい人のための情報提供を充実させる」の割合が 49.0％と最

も高く、次いで「ボランティアを必要とする人、したい人とを結ぶ仕組みをつくる」の

割合が 42.6％、「学校教育の一環としてボランティア活動を活発に行う」の割合が 24.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．あきる野市社会福祉協議会について 

問 21 あなたは、あきる野市社会福祉協議会について、ご存知ですか。（１つだけ○） 

 

「名前も、活動内容も知っている」と「名前だけでなく､活動内容も少し知ってい

る」をあわせた“活動内容を知っている”の割合が 37.3％、「名前だけは知っている

が、活動内容は知らない」と「名前も知らない」をあわせた“活動内容を知らない”

の割合が 57.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

ボランティア活動をしたい人
のための情報提供を充実さ
せる

ボランティア活動をしたい人
のための相談窓口を提供す
る

ボランティア活動の拠点とな
る場所を提供する

ボランティアを必要とする人、
したい人とを結ぶ仕組みをつ
くる

ボランティア研修を開催する
など普及啓発（積極的な呼び
かけ）を行う

ボランティアに経済的負担が
かからないように、交通費な
どの実費を援助する

企業のボランティア休暇制度
を社会に広める

学校教育の一環としてボラン
ティア活動を活発に行う

地域での子どもや家族ぐるみ
のボランティア活動を充実さ
せる

その他

無回答

49.0

23.4

18.5

42.6

10.4

22.6

7.4

24.1

14.7

4.3

7.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

394 14.7 22.6 40.9 16.8 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14.7 22.6 40.9 16.8 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も、活動内容も知っている
名前だけでなく､ 活動内容も少し知っている
名前だけは知っているが、活動内容は知らない
名前も知らない
無回答
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問 21－1 あきる野市社会福祉協議会では、以下のような活動を行っていますが、あ

なたは、これらの活動をご存知でしたか？（○はいくつでも） 

 

「在宅福祉サービス事業（福祉理容サービス、ふれあい食事サービス、福祉用具等

貸出し事業など）」の割合が 62.6％と最も高く、次いで「ふれあい福祉委員会事業、

ふれあいサロン事業」の割合が 59.9％、「ボランティア活動推進事業（夏！体験ボラ

ンティア、各種ボランティア養成講座、ボランティア・市民活動団体助成事業など）」

の割合が 51.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 147 ％

ふれあい福祉委員会事業、ふれあ
いサロン事業

ボランティア活動推進事業（夏！体
験ボランティア、各種ボランティア
養成講座、ボランティア・市民活動
団体助成事業など）

在宅福祉サービス事業（福祉理容
サービス、ふれあい食事サービス、
福祉用具等貸出し事業など）

有償家事援助サービス事業（家事
援助、移送サービス、心身障害児(
者) 一時預かりなど）

母子福祉・障がい福祉事業（ひとり
親家庭・障がい児（者）家庭親子レ
クリエーション事業）

福祉サービスにかかわる支援事業
（相談事業、地域福祉権利擁護事
業など）

生活福祉資金の貸付事業、受験生
チャレンジ支援貸付事業

介護保険事業（ケアプランの作成、
ホームヘルパー派遣など）、障がい
者福祉サービス事業（ホームヘル
パー派遣、移動支援）

障害者通所支援施設の運営、市の
福祉施設等( 秋川ふれあいセン
ター、地域包括支援センター等) の
運営受託

成年後見制度推進事業

情報紙（あいネットあきる野、ボラン
ティア情報誌ほか）の発行

その他

無回答

59.9

51.7

62.6

36.1

32.7

29.9

13.6

46.9

38.1

23.1

46.9

0.7

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 22 あなたは、あきる野市社会福祉協議会に、今後どのような活動を期待しますか？

（○は３つまで） 

 

「高齢者、障がい者への在宅福祉サービスの充実」の割合が 43.7％と最も高く、

次いで「身近な相談窓口としての機能の強化」の割合が 32.2％、「福祉に関する情報

提供の充実」の割合が 30.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．災害時に援護を必要とする人への支援について 

問 23 あなたは、災害が発生した時にひとりで避難できますか？（○は１つだけ） 

 

「ひとりで避難できる」の割合が 85.8％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

市民・地域のボランティア活
動の促進

ふれあい福祉委員会の活動
の支援・活動連携

高齢者、障がい者への在宅
福祉サービスの充実

子育て支援の充実

家事支援サービスの充実

福祉にかかわる研修会・講座
などの開催

身近な相談窓口としての機能
の強化

福祉に関する情報提供の充
実

特にない

その他

無回答

22.6

8.6

43.7

25.6

15.0

11.9

32.2

30.7

7.4

3.6

8.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

394 85.8 6.3

1.5 1.0 0.5 1.3

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

85.8 6.31.51.00.51.33.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとりで避難できる

ひとりでは避難できないが、家族が支援してくれる

ひとりでは避難できないが、近所の人や知人が支援してくれる

ひとりでは避難できないし、家族にも支援できる人がいない

ひとりでは避難できないし、支援してくれる人がだれもいない

その他

無回答
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問 24 災害時に援護を必要とする人への支援対策として、何が必要だと思いますか？ 

（○はいくつでも） 

 

「災害時要援護者がどこにいるのか、要介護･ 障がいの状態の把握（台帳づくりなど）」

の割合が 63.7％と最も高く、次いで「災害発生時に、災害時要援護者や避難支援者に避

難情報を伝える方法の確認」の割合が 42.6％、「災害時要援護者の安否確認・救助・避難

誘導体制（手順）の確立（防災関係部局、福祉関係部局、福祉事業者など関係者の連絡・

連携体制づくりを含む）」の割合が 40.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

災害時要援護者がどこにいるのか、要
介護･ 障がいの状態の把握（台帳づくり
など）

災害時要援護者の避難を支援する人
（避難支援者）の決定

災害発生時に、災害時要援護者や避難
支援者に避難情報を伝える方法の確認

災害時要援護者の安否確認・救助・避
難誘導体制（手順）の確立（防災関係部
局、福祉関係部局、福祉事業者など関
係者の連絡・連携体制づくりを含む）

災害時に関係機関に迅速に通報するシ
ステムの整備

要援護者向けの避難施設（車いす対応
トイレがある、乳幼児対応設備があるな
ど）の確保

高齢者や乳幼児などの要援護者向けの
物資の備蓄

避難施設で継続が必要とされる福祉
サービスの量の把握

地域での日常的な協力体制づくり

ボランティアの受け入れ態勢の確立

災害後の生活支援体制の確立

その他

無回答

63.7

29.2

42.6

40.6

38.3

37.3

37.1

16.8

37.6

22.1

36.3

2.0

6.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 25 あなたは、（将来的に自分がひとり暮らしや高齢者等の災害時要援護者となっ

たときも含めて）災害時要援護者の個人情報に登録したいと思いますか？（登録

していますか？）（○は１つだけ） 

 

「はい」の割合が 73.6％、「いいえ」の割合が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25－1 登録したくないと思う理由は何ですか？（○はいくつでも） 

 

「個人情報が保護されるか心配だから」の割合が 37.7％と最も高く、次いで「他人の

世話になりたくないから」の割合が 32.5％、「必要だと思わないから」の割合が 28.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 77 ％

個人情報が保護されるか心
配だから

他人の世話になりたくないか
ら

必要だと思わないから

その他

無回答

37.7

32.5

28.6

9.1

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

394 73.6 19.5 6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
73.6 19.5 6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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問 26 あなたは、市が保有している災害時要援護者の個人情報を、どのような関係団

体と共有しておくことが必要と思われますか？（○はいくつでも） 

 

「市の防災関係部局」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「消防署」の割合が 48.5％、

「自治会・町内会」の割合が 48.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

市の防災関係部局

消防署

警察署

民生委員・児童委員

ふれあい福祉委員会

消防団

自治会・町内会

社会福祉協議会

共有する必要はない

その他

無回答

63.2

48.5

47.7

26.4

18.5

22.8

48.0

22.8

1.3

1.3

7.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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７．ひとにやさしいまちづくりについて 

問 27 あなたは、高齢者や障がいのある人､妊婦、子ども連れなどを含めたすべての

人々が外出しやすいまちづくりのためには、どのようなことが必要だと思います

か？ 

（○は３つまで） 

 

「道路の段差を解消する」の割合が 61.4％と最も高く、次いで「歩きやすいよう

に、歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法駐車、放置自転車、電柱など）を取り

除く」の割合が 55.1％、「公共施設や病院などに、スロープ、エレベーターやエスカ

レーターを設置する」の割合が 37.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 394 ％

道路の段差を解消する

公共施設や病院などに、スロー
プ、エレベーターやエスカレー
ターを設置する

歩きやすいように、歩道や道路
上の障害物（商品や看板、違法
駐車、放置自転車、電柱など）を
取り除く

車いすのまま乗降できる超低床
バスやリフト付バスを運行する

まちの中に、車いすの人など障
がいのある人も含めて、誰でも
利用できるトイレを増やす

点字ブロックや視覚障害者用信
号（音の出るものなど）の整備を
すすめる

障がい者用の駐車場を確保す
る

外出を手助けするボランティア
組織を支援する

その他

無回答

61.4

37.6

55.1

16.5

29.9

11.7

3.8

26.4

4.3

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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８．地域福祉に関する施策の評価について 

問 28 あきる野市に５年以上、居住している方にお伺いします。５年前にくらべて、

あなたを取り巻く福祉施策はどう変わりましたか？（（ア）～（コ）それぞれに

１つずつ○） 

 

福祉に関する情報を得やすくなった、地域の防災・防犯活動、交通安全活動などが

活発になったで「そう思う」と「まあそう思う」をあわせた“良くなった”の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス・施設の質があがった

N = 394

地域の助け合い活動が活発になった

福祉ボランティア活動が活発になった

福祉に関する情報を得やすくなった

福祉に関する相談がしやすくなった（相
談先・相談相手が増えた）

福祉サービスを受けやすくなった

地域の防災・防犯活動、交通安全活動な
どが活発になった

福祉に係わるイベントなどが増えた

障がい者・高齢者への理解が深まった

エレベーターの設置や、低床バスなど、
外出しやすいまちになった

3.8

4.1

2.0

7.4

1.8

3.0

2.8

3.3

3.3

5.8

24.1

21.8

14.2

29.7

15.0

17.3

10.7

11.7

13.7

25.4

29.2

32.7

32.0

28.4

29.9

31.0

32.2

32.0

32.5

29.9

11.9

8.1

6.9

6.3

10.4

11.7

7.4

7.1

6.1

7.4

0.5

1.0

0.8

0.3

0.3

1.3

0.5

0.8

0.5

1.3

21.1

22.6

33.0

17.8

31.7

25.4

37.1

34.3

32.7

21.3

9.4

9.6

11.2

10.2

10.9

10.4

10.7

10.2

9.9

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.8 25.4 29.9 21.3 9.67.1 0.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う まあそう思う かわらない

そうは思わない むしろ悪くなった わからない

無回答
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2 計画の策定体制 

(1) あきる野市地域保健福祉計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見聴取 意見聴取

提言・報告 提言・報告

意見聴取 意見聴取

アンケート調査

    あきる野市地域保健福祉計画策定
    に伴うアンケート調査

あきる野市地域福祉保健計画の策定体制図

   あきる野市地域保健福祉計画策定
   推進プロジェクトチーム（１７名）

健康福祉部各部長、課長、係長

    あきる野市地域保健福祉計画
    市民検討委員会（１３名）

識見を有する者、市民の代表、
保健医療関係者、福祉関係者、

関係行政機関の職員

計画案の作成と意見調整

（生活福祉課庶務計画係）

原 案 作 成

市 長

事務局

パブリックコメント

　平成27年1月15日
　　　　　　　　　　～1月30日にかけて実施
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(2) あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会 

 

① あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 あきる野市の保健及び福祉を総合的に推進する施策の指針として、あ

きる野市地域保健福祉計画（以下「福祉計画」という。）を策定するに当た

り、広く市民及び関係者の意見を反映するため、あきる野市地域保健福祉計

画市民検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、福祉計画の策定に関する必要

な事項について検討し、その結果を市長に報告する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１３人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１） 識見を有する者 

 （２） 市民の代表 

 （３） 保健医療関係者 

 （４） 福祉関係者 

 （５） 関係行政機関の職員 

２ 前項第２号の委員については、公募により選考することができる。 

 （委嘱） 

第４条 委員は、市長が委嘱する。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、第２条の規定による報告を終了したときに満了する。 

 （謝礼） 

第６条 第３条第１項第１号から第４号までに規定する委員には、予算の範囲

内で謝礼を支払う。 

 （役員） 

第７条 委員会に、次に掲げる役員を置く。 

 （１） 委員長 １人 

 （２） 副委員長 １人 

２ 役員は、委員の中から互選する。 

 （役員の職務） 

第８条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 
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 （会議） 

第９条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を

聴くことができる。 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、健康福祉部生活福祉課において処理する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 
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② あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 氏　　　　名 所　属　等 備　考

1 　小　机　　敏　昭   あきる野市医師会会長 委員長

2 　坂　本　　栄　司   あきる野市社会福祉協議会会長 副委員長

3 　菱　沼　　幹　男 　日本社会事業大学准教授

4 　岩　﨑　　拓　哉 　市民の代表

5 　小　川　　和　子 　市民の代表

6 　溝　口　　正　恵   あきる野市民生児童委員協議会会長

7 　伊　東　　満　子   あきる野市健康づくり市民推進委員会会長

8 　今　　　秀　行   あきる野市民間保育園園長会

9 　岸　野　　敏　明   あきる野市障害者団体連絡協議会運営委員

10 　中　嶋　　　求   あきる野市障害者団体連絡協議会運営委員

11 　仲宗根　　京　子   あきる野市介護事業者連絡協議会副会長

12 　渡　辺　　貞　重   あきる野市高齢者クラブ連合会会長

13 　前　田　　　修 　青梅公共職業安定所次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）
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(3) あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム 

 

① あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム設置要領 

 

第１ 目的及び設置 

  あきる野市の保健及び福祉を総合的に推進する施策の指針として、あきる

野市地域保健福祉計画（以下「福祉計画」という。）を策定するに当たり、

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、あきる野市障害者福祉

計画、めざせ健康あきる野２１、子ども・子育て支援事業計画等の各種計画

との整合性を図るとともに、効率的かつ効果的な策定を推進するため、あき

る野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム（以下「プロジェクト

チーム」という。）を設置する。 

第２ 所掌事項 

 プロジェクトチームは、第１の目的を達成するため、次に掲げる事項につい

て、調査、検討等を行う。 

(1) 地域福祉に関すること。 

(2) 障害者福祉に関すること。 

(3) 高齢者福祉に関すること。 

(4) 児童福祉に関すること。 

(5) 健康づくりに関すること。 

(6) その他福祉計画の策定に関すること。 

第３ 組織 

 プロジェクトチームは、健康福祉部長、健康福祉部子育て担当部長、同部生

活福祉課課長及び同課庶務計画係長、同部障がい者支援課課長及び同課障がい

者相談係長、同部高齢者支援課課長、同課高齢者支援係長及び同課介護保険係

長、同部子育て支援課課長及び同課子育て支援係長、同部児童課課長、同課児

童館担当課長、同課保育係長及び同課児童館係長並びに同部健康課課長及び同

課健康づくり係長をもって組織する。 

第４ 任期 

 メンバーの任期は、福祉計画の策定が終了したときに満了する。 

第５ 役員等 

 プロジェクトチームに、次に掲げる役員を置く。 

(1) リーダー 健康福祉部長 

(2) サブリーダー 子育て担当部長 

２ リーダーは、プロジェクトチームを総括し、代表する。 

３ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その
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職務を代理する。 

第６ 会議 

 プロジェクトチームの会議は、必要の都度開催するものとし、リーダーが招

集する。 

２ 会議の議長は、リーダーをもって充てる。 

３ リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め

意見を聴くことができる。 

第７ 庶務 

プロジェクトチームの庶務は、健康福祉部生活福祉課において処理する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２６年４月１０日から施行する。 

 （この要領の失効） 

２ この要領は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 
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② あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 氏　　　　名 所　属　等 備　考

1 　宮　田　　賢　吾   健康福祉部長 リーダー

2 　田　中　　信　行 　子育て担当部長 サブリーダー

3 　町　田　　加　奈　枝 　子育て支援課長

4 　一　瀬　　秀　和 　子育て支援課子育て支援係長

5 　加　藤　　多　香　之 　児童課長

6 　平　野　　泰　弘 　児童館担当課長

7 　野　沢　　博　之 　児童課保育係長

8 　田　中　　紀　秀   児童課児童館係長

9 　中　村　　　茂　 　障がい者支援課長

10 　小　澤　　和　弘 　障がい者支援課障がい者相談係長

11 　角　田　　　一 　高齢者支援課長

12 　山　下　　和　雄 　高齢者支援課高齢者支援係長

13 　木住野　 芳　夫 　高齢者支援課介護保険係長

14 　小　澤　　　豊　 　健康課長

15 　鈴　木　　　修 　健康課健康づくり係課長補佐

16 　渡　邉　　浩　二 　生活福祉課長

17 　岩　﨑　　喜　信 　生活福祉課庶務計画係課長補佐

18 　中　村　　大　輔 　生活福祉課庶務計画係主事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

庶　務
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3 計画の策定経過 

 

 あきる野市地域保健福祉計画を策定するまでに、「あきる野市地域保健福祉計

画策定推進プロジェクトチーム会議」を 7回、「あきる野市地域保健福祉計画市

民検討委員会」を 5回実施した。 

 会議については、それぞれの会議で行った協議事項を次の会議に反映させ、

更に検討を重ねる方法で行った。また、事務局と担当課とのヒアリングや担当

課長補佐・係長会議を実施し、内容の確認等を行った。 

 

日  時 内      容 

平成 26 年 

5 月 15 日 

第 1 回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム会議 

【議題】 

・現計画の実施状況等について 

・新たな計画を策定するにあたって 

・計画策定までのスケジュールについて 

・アンケート調査の実施について 

平成 26 年 

5 月 22 日 

第 1 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会 

・委嘱書の交付 

・委員長及び副委員長の選出 

【議題】 

・現計画の実施状況等について 

・新たな計画を策定するにあたって 

・計画策定までのスケジュールについて 

・アンケート調査の実施について 

平成 26 年 

６月６日～ 

６月 23 日 

市民アンケートの実施 

平成 26 年 

6 月下旬～ 

7 月上旬 

担当課への調査① 

・「第 1 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会」での意見を

受け、現計画の実施状況について、担当課へ調査を依頼 

・地域保健福祉計画素案への記載事項について確認を依頼 
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平成 26 年 

7 月 10 日 

第 2 回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム会議 

【議題】 

・「第 1 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会」の報告につ

いて 

・アンケート調査について 

・地域保健福祉計画素案（第 1 章・第 3 章～第 5 章）の内容及び構成

の検討について 

平成 26 年 

7 月 24 日 

第 2 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会 

【議題】 

・「第 2 回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム

会議」の報告について 

・アンケート調査について 

・地域保健福祉計画素案（第 1 章・第 3 章～第 5 章）の内容及び構成

の検討について 

平成 26 年 

８月上旬～ 

８月中旬 

担当課への調査② 

・「第 2 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会」での意見を

受け、「第 5 章 施策の展開」に記載のある各課の取組み等について

確認を依頼 

・「あきる野市総合計画」及び各担当課で独自に策定する計画について、

本計画との整合性の確認を依頼 

平成 26 年 

9 月 19 日 

第 3 回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム会議 

【議題】 

・「第 2 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会」の報告につ

いて 

・地域保健福祉計画素案（第 1 章～第 5 章）の内容及び構成の検討につ

いて 

平成 26 年 

10 月 2 日 

第３回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会 

【議題】 

・「第３回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム

会議」の報告について 

・地域保健福祉計画素案（第 1 章～第 5 章）の内容及び構成の検討につ

いて 

平成 26 年 

10 月 27 日 

担当課への調査③（担当課長補佐・係長会議） 

・「第 3 章」及び「第 5 章」の内容と構成について、各担当課に確認を

依頼 

・「資料編」の内容及び構成について、意見交換を実施 
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平成 26 年 

 11 月 10 日 

第 4 回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム会議 

【議題】 

・「第 3 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会」の報告につ

いて 

・地域保健福祉計画素案（第 1 章～第 5 章）の内容及び構成の修正点に

ついて 

・「資料編」の内容及び構成について 

平成 26 年 

11 月 20 日 

第 4 回 あきる野市地域保健福祉計画市民検討委員会 

【議題】 

・「第４回 あきる野市地域保健福祉計画策定推進プロジェクトチーム

会議」の報告について 

・地域保健福祉計画素案（第 1 章～第 5 章）の内容及び構成の確認につ

いて 

・地域保健福祉計画素案（資料編）の内容及び構成の検討について 
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4 用語の説明 

 

【あ行】 

 

あきる野安心メール・・・P37（＊18） 
あきる野市の防災、防犯などに関する情報を電子メールにより配信するサービス 

 

 

運動器症候群（ロコモティブシンドローム）・・・P32（＊12） 

「運動器の障がい」により「要介護」になるリスクが高まる状態のこと。 

 

 

【か行】 

 

学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）・・・P13（＊2）、P51（＊39） 
児童福祉法第 6条の 3第 2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学校に就学している児童(放課後児童)に対し、授業の終了後等に児童館等を利

用して適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とした事業 

 

 

健康づくり市民推進委員会・・・P32（＊11）、P41（＊23） 
地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、町 

内会・自治会から推薦された委員で構成された組織 

 

 

合計特殊出生率・・・P7（＊1） 

一人の女性が一生に産む子どもの平均数（15歳から 49歳までの女性の年齢別出生

率の合計） 

 

 

高齢者虐待防止ネットワーク会議・・・P45（＊29） 
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、養

護者による高齢者への虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援

を適切に行うため、関係機関や民間団体等で連携協力体制の強化を図るための会議 
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子ども家庭支援センター・・・P14（＊3）、P44（＊28）、P46（＊34） 
子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭住宅サービス等の提供、サービス調整、

地域組織化等の事業を行う地域における子どもと家庭に関する支援ネットワークの

中核的な拠点 

 

 

【さ行】 

 

災害時要援護者登録制度・・・P37（＊15） 
災害時に自らを守るために安全な場所に避難するなど、一連の行動をとる際に支 

援を要する人々を災害時要援護者という。その災害時要援護者を事前に登録し、迅速

かつ的確な救助活動等ができるようにすることを目的とした制度 

 

 

脂質異常症・・・P22（＊9） 
血液中の中性脂肪（トリグリセライド）・LDL（悪玉）コレステロールが多い、又は、

HDL（善玉）コレステロールが少ない状態となること。 

 

 

就労自立促進事業・・・P48（＊37） 
生活保護受給者を対象に、ハローワークと自治体の協定による連携を基盤としたチ

ーム支援方式により、支援対象者の就労による自立の促進を図る事業 

 

 

障害者虐待防止ネットワーク会議・・・P45（＊30） 
「障害者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、

養護者による障がい者への虐待防止、虐待を受けた障がい者の保護及び養護者に対す

る支援を適切に行うため、関係機関や民間団体等で連携協力体制の強化を図るための

会議 

 

 

障害者雇用納付金制度・・・P16（＊5） 
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害

者の雇用水準を引き上げることを目的に、納付金の徴収、調整金や報奨金等の各種助

成金の支給を行う制度。平成 27 年 4 月から本制度の対象範囲が、常時雇用する労働

者数が 100人を超える事業主へと拡大される。 

 

 

障がい者就労・生活支援センター・・・P17（＊6）、P46（＊32）、P48（＊36） 
障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、就業及びこれに伴う日常生

活、社会生活上の支援を行う機関 
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生活困窮者自立支援法・・・P26（＊10）、P48（＊38） 
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立

相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を

講ずる法律（平成 27年 4月 1日施行） 

 

 

精神障害者地域活動支援センター・・・P18（＊7）、P46（＊33） 
精神障がい者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的に、日常生活

の支援や地域交流活動等を総合的に行う機関 

 

 

成年後見人制度・・・P47（＊35） 
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの人に対して、財産管理や身の回

りの世話のための介護サービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議などを

支援し、それらの人を保護する制度 

 

 

【た行】 

 

地域包括支援センター・・・P21（＊8）、P46（＊31） 
介護保険法に基づき設置する地域住民の保健・福祉・医療の向上や虐待防止、介護

予防マネジメントなどを総合的に行う機関。あきる野市では、秋川地区と五日市地区

それぞれに 1か所ずつ設置されている。 

 

 

【な行】 

 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）・・・P33（＊13） 
内臓の周りに脂肪がたまる肥満（内臓脂肪型肥満）に加えて、高血圧、高血糖及び 

脂質異常のうち 2つ以上をもっている状態のこと。 

 

 

二次救急医療体制・・・P35（＊14） 

入院治療を必要とする重症患者に対応する医療機関。都道府県が定めた医療圏 

（二次医療圏）ごとに整備される。 
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【は行】 

 

バリアフリー・・・P28、P39（＊20）、P52（＊40） 
障がいのある人などが社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除去

すること。段差等の物理的な障壁だけでなく、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、

意識上の障壁など、全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 

 

 

ファミリーサポートセンター・・・P15（＊4） 
育児の援助をしたい人（提供会員）と、育児の援助をしてほしい人（依頼会員）が

会員となり、地域の中で助け合いながら子育ての援助活動をする会員組織 

 

 

ふれあい福祉委員会・・・P41（＊24）、P43（＊26） 
   あきる野市社会福祉協議会で組織する町内会・自治会単位での地域福祉の充実を図

ることを目的とした組織 

 

 

防災・安心地域委員会・・・P37（＊17）、P41（＊22）、P44（＊27） 
旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員を

はじめ、民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の

代表者により構成されている。 

 

 

【ま行】 

 

民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

・・・P37（＊16）、P41（＊21）、P43（＊25） 
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助

言活動に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」

を兼ねており、「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、民生委員・児童委員か

らなる組織を「民生児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

 

【や行】 

 

ユニバーサルデザイン・・・P39（＊19） 
障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう

都市や生活環境をデザインする考え方 
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